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ド
イ
ツ
帝
国
主
義
?
と
財
政
改
革
問
題

大

!J!t 

英

ま

え

お

き

第
一
次
ロ

V
7
革
命
の
衝
撃
を
う
け
て
労
働
運
動
は
新
し
い
昂
揚
期
を
む
か
え
、
帝
制
F
イ
?
の
内
政
は
ひ
と
き
わ
鋭
化
し
た
階
級

闘
争
の
さ
左
か
に
あ
っ
た
。
そ
白
さ
い
主
要
左
抗
争
点
と
な
っ
た
白
は
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
と
プ
ロ
イ
セ
Y

一
一
一
級
選
挙
法
改
玉
問
題

て
あ
り
、
し
か
も
二
つ
の
問
題
は
密
接
左
対
応
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
を
め
ぐ
る
抗
争
の
推
移

ザ
ン
士
シ
グ
ス
ボ
リ
テ
ィ
ー
タ

を
追
跡
し
、
モ
れ
が
『
結
集
政
策
』
解
体
以
後
の
帝
制
F
イ
ツ
の
内
政
の
展
開
の
う
え
に
、
ど
う
し
た
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
た

か
を
明
b
か
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
し
た
介
析
を
ナ
す
め
る
ま
え
に
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
が
、
ど
白
よ
う
な
必
然
科
に
も
と
づ
い

て
提
起
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
上
保
ソ
在
性
格
を
お
び
た
改
革
と
し
て
提
起
吉
れ
た
か
を
指
摘
し
て
、
問
題
白
所
在
を
は
っ
告
り
さ
せ
て
お

こ
う
。

新
制
H
P
イ
γ
帝
国
の
連
邦
主
義
的
政
治
構
造
を
反
映
し
て
、
所
得
税
や
法
人
税
等
の
甫
接
税
は
連
邦
各
邦
の
学
中
に
あ
っ
た
た
め
、

帝
国
財
政
の
支
柱
告
な
し
て
い
た
の
は
、
関
税
・
消
費
税
・
取
引
税
・
郵
便
電
信
収
入
治
上
び
連
邦
国
費
分
担
金
で
あ
っ
た
(
第
一
あ

関
税
・
消
費
税
等
に
よ
っ
て
帝
国
財
政
が
填
補
さ
れ
な
い
ば
あ
い
、

参
照
)
ロ

つ
ま
り
、

連
邦
各
邦
か
ら
帝
国
へ
納
付
さ
れ
る
品
川
担
金

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
草
阿
題

持
七
十
九
珪

六
五

罪
五
号

七
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第
七
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九
巻

車
五
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に
工
っ
て
填
補
さ
れ
る
た
て
ま
え
に
な
っ
℃
い
た
戸
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
第

七

C
粂
参
照
)
。
そ
の
よ
う
な
帝
国
財
政
の
機
構
に
た
い
し
て
改
革
の
企

図
が
大
き
く
浮
び
あ
が
っ
て
き
た
の
一
は
一
九
O
六
年
以
降
で
あ
っ
た
。

一
一
由
て
は
、
ド
イ
ヅ
帝
国
主
義
白
発
展
に
と
も
な
う
軍
事
費
D
膨
脹
、

と
り
わ
け
海
軍
費
白
飛
距
的
膨
脹
に
直
面
し
て
(
第
二
あ
参
照
三
従
来

の
機
構
が
限
界
に
達
し
、
ま
た
他
面
て
は
、
労
働
者
階
級
の
組
織
白
急

速
な
成
長
に
も
と
づ
く
力
関
係
白
推
移
は
、
関
税
平
消
費
税
に
よ
り
大

衆
に
負
担
を
転
嫁
す
る
従
来
心
機
構
の
安
易
た
継
続
を
許
さ
左
く
な
っ

τ
い
た
白
て
あ
る
o

古
ず
、
帝
国
財
政
の
連
邦
主
義
的
機
構
の
要
石
を

な
す
連
邦
国
費
分
担
金
の
推
移
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

八
七
九
年
の
関
税
改
革
に
さ
い
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ケ

y
y
ュ
グ
イ
y
条

款
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
h
b
o

ブ
ラ

γ
ケ
ン
シ
ュ
グ
イ
ン
条
款
は
、

関
税
ゐ
主
ぴ
グ
パ
づ
税
白
収
入
の
従
来
三
カ
年
平
均
額
一
・
三
億
マ
ル

ク
主
凌
駕
す
る
額
が
連
邦
国
費
分
担
金
主
基
準
と
し
て
帝
国
か
ら
連
邦

各
邦
へ
交
付
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
、
モ
の
後
の
関
税
h
T

消
費
税
の
増

収
に
た
い
し
て
も
適
用
さ
れ
た
た
め
に
、
八

0
年
代
以
降
、
右
条
款
に

も
と
づ
い
て
帝
国
か
ら
連
邦
各
邦
へ
交
付
さ
れ
る
額
が
連
邦
国
費
分
担
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金
の
額
を
凌
駕
す
る
状
態
を
招
来
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
国
主
義
的
発
展
に
と

も
た
ら
帝
国
経
費
の
膨
脹
白
た
め
、
一
八
九
九
年
以
降
、
連
邦
国
費
介
担
金
は
再
び
帝
国

か
b
連
邦
各
邦
へ
白
交
付
金
を
上
廻

p
、
モ
の
閉
さ
は
こ
と
に
一
九
O
六
年
以
降
飛
躍
的

に
増
大
し
叫
連
邦
国
費
分
担
金
の
納
付
期
限
の
延
長
さ
え
実
施
さ
れ
る
事
態
を
生
じ
て
い

た
。
次
に
、
帝
国
公
債
の
発
行
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
帝
国
創
立
の
さ
い
に
は
、

τァ

ラ

ン
ス
か

b
の
賠
償
金
の
流
入
に
上
り
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
公
債
k
償
還
し
た
う
え
に
左
沿

一
八
七
六
年
に
最
初
の
帝
国
公
債
が
発
行
さ

れ
た
の
ち
、
帝
国
公
債
発
行
残
高
は
漸
次
に
巣
積
し
、
一
九

O
二
年
に
は
二
七
・
三
億
マ

問
。
億
マ
ル
グ
の
余
裕
士
残
し
て
い
た
が
、

ル
ク
、

一
九

O
六
年
に
は
三
六
・
問
億
マ
ル
ク
に
遣
し
、
利
子
負
担
の
圧
迫
が
増
大
し
て

い
た
。
さ
い
ご
に
、
帝
国
財
政
の
最
も
主
要
な
財
源
を
た
ず
関
税
治
主
ぴ
消
費
税
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
れ
ば
、
モ
の
ん
円
頭
割
負
担
は
、

一
八
七
八
年
日
五
・
三
マ
ル
グ
か
ら
、

一
九
O
七
年
H

一
八
九
一
午
日
一
二
・
九
マ
ル
グ
、
一
九

O
一
年
H
一
日
・
三
マ
ル
グ
、

一
七
・
二
マ
ル
グ
へ
と
増
大
し
て
い
ゐ
o

す
で
に
世
担
の
交
の

F
イ
ツ
艦
隊
法
は
、

衆
消
費
に
負
担
を
訴
す
る
帝
国
間
接
税
の
引
上
げ
ま
た
は
増
加
」
に
た
い
す
る
禁
止
規
定

を
か
か
げ
も
、
間
接
税
培
徴
か
限
界
に
達
し
た
ζ

と
を
明
示
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
、
一

九
O
二
年
に
強
行
さ
れ
た
関
税
改
革
の
高
度
保
護
関
税
率
は
一
九

O
六
年
忙
発
効
し
て
大 「大

衆
の
生
活
K
圧
迫
を
如
え
る
に
と
も
た
い
、
そ
う
し
た
収
奪
白
機
構
に
た
い
す
る
抵
抗
は

第
七
十
九
巻

第
五
号

九

六
七



γ
イ
ッ
帝
国
主
義
と
財
政
改
草
問
題

第
七
十
九
巻

/、
入

第
五
号

。

ひ
と
き
わ
激
し
さ
を
ま
し
℃
い
た
。
方
に
述
4

た
よ
う
に
、

邦
主
義
的
機
構
は
、
一
面
て
は
、
帝
国
主
義
的
発
展
に
と
も
た
う
軍
事
費
の
膨
脹
に
よ
り
限
界
に
速
し
、
ま
た
他
面
て
は
、
労
働
運
動

可
間
接
税
は
帝
国
へ
、
直
接
税
は
各
邦
へ
』
と
い
わ
れ
る
帝
国
財
政
の
連

の
昂
揚
に
と
も
な
い
モ
白
安
易
な
継
続
を
許
さ
れ
え
な
く
た
ヲ
て
い
た
の
で
あ
る
。
己
己
に
、
帝
国
主
義
段
階
へ
推
移
し
た
ド
イ

y
に

お
い
て
帝
国
財
政
改
革
問
題
が
提
起
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
わ

J

、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
改
革
の
性
格
は
、
島
の
ず
か
ら
、
帝
国

財
政
の
連
邦
主
義
的
制
約
を
打
破
す
る
『
帝
国
直
接
税
』
の
導
入
士
、
し
か
も
た
ん
ら
か
の
形
態
て
有
産
階
級
に
た
い
ナ
も
『
所
有
税
』

白
導
入
主
、
日
程
に
白
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
の
う
ち
に
は
、

F
イ
?
の
帝
国
主
義
的
発
展
白
た
め
白

財
政
的
去
祇
士
創
出
し
主
う
と
す
る
企
図
が
、
帝
制
F
イ
ツ
白
連
邦
主
義
的
政
治
構
造
に
ふ
れ
る
内
政
改
革
と
し
て
提
起
さ
れ
ざ
る
主

え
な
い
と
い
う
、

γ
l
ヌ
ス
的
様
相
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
己
に
問
題
点
が
あ
る
。
以
下
、
た
ち
入
っ
て
分
析
し
よ
う
。

ω

当
口
『
色
目
白
OHHOH
町
O
H
m
z
E
m
F
E
ω
げ巳
H
Cロ
ι
e
m
司
日
ω自
宅
m古
田
巴
σ巳
ωnE自
己
ω
L自
国
昔
日
u
E
F
品。門司
H
E
H
H
N
5
m
m
g
m
n
E
m
t
f

出血・同一口
J

H
由

M
F
回-旧日戸

ω
E
M
F
-
F
H戸

同
捕
著
『
ド
イ
ツ
金
問
資
本
成
立
且
請
」
頁
一
五
一
参
照
。

ω
た
と
支
ば
、
一
八
八
三
年
か
ら
↑
入
九
二
年
ま
で
町
一

C
年
問
、
連
邦
各
邦
は
、
帝
国
か
ら
二
一
一
一
・
七
億
マ
ル
ク
の
交
付
金
を
う
け
、
同
時
に
、

一
八
・
八
八
億
マ
ル
ク
を
連
邦
国
費
分
担
金
と
し
て
帝
国
へ
納
付
し
て
い
た
り
で
あ
る
(
巧
'
目
白
日
o
p
印E
U

仏-V

同

W
4
E・同
μ
巴
回
Z
Z
B
-
4
2問。
R
F
H
n
F同0・白
O
R
E
E
E
o
β
ロ
仏
司
丘
町
佐
門
官
吋
ロ
宮
門
見
宮
口

N
O己
E
自
若
凶
1
0
C
回
仏
円
H
2
5也
、
印

M
M
F

同

開

」

EF
日
日
吉
田
戸
田
'

N
叶

州

w

拙
著
、
頁
三
五
九
l
二
六

O
参
照
。



帝
国
財
政
改
革
と
『
プ
廿
ツ
グ
政
策
』

シ
ー
テ
ン
ゲ
ル
(
同
耳
目
自
ロ
ヨ
ロ
印
古
口
問
。
]
)
の
い
わ
ゆ
る
『
小
財
政
改
革
』
わ
よ
ぴ
『
大
財
政
改
革
』
を
端
緒
と
し

τ大
き
〈
浮

び
あ
が
ヮ
た
帝
国
財
政
改
革
問
題
は
、
ピ
ュ

l

ロ
I
の
『
ブ
ロ
ッ
ク
政
策
』
日
展
開
の
さ
た
か
に
は
、
内
政
上
の
最
も
主
要
な
抗
争
点

の
一
一
つ
主
な
し
、
プ
ロ
ッ
グ
解
体
の
直
接
の
契
機
と
さ
え
な
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
帝
国
財
政
改
革
の
過
程
を
『
ブ
ロ
ッ
ク
政
策
い
の

展
開
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
。

一
九
O
六
年
一
二
万
一
一
一
一
日
、
南
西
ア
フ
リ
カ
植
民
地
追
加
予
算
案
の
否
決
を
契
機
に
帝
国
議
会
は
解
散
さ
れ
、
中
央
党
の
『
牧
師

ザ
シ
ム
A

J

〆
グ
ス
ポ
り
テ
ィ
ー
グ

支
配
制
」
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
て
い
た
『
結
集
政
策
し
に
、
己
こ
に
解
体
し
た

3

ピ
ュ

1
E
1
は
、
世
界
政
策
の
理
念
を
高
〈

か
か
げ

τ、
自
由
派
と
保
守
派
と
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
翌
一
九

O
七
年
一
月
三
五
日
の
帝
国
議
会
選
挙
に
お
い
て
勝
利
を
収
め
か
。

中
間
層
の
右
旋
回
に
よ

p
、
自
由
思
想
人
民
党
や
ド
イ
ツ
人
民
党
も
世
界
政
策
を
支
持
し
て
プ
ロ
ッ
ク
陣
営
〈
参
加
し
、
社
会
民
主
党

は
決
選
投
山
目
指
ゼ
自
由
思
想
人
民
党
の
支
持
を
失
っ
て
議
席
数
八
一
か
ら
四
=
一
へ
転
落
し
た
が
、
野
党
に
転
じ
た
中
央
党
は
、

b
一
O
四
へ
議
席
数
を
増
加
し
て
、
依
然
と
し
て
帝
国
議
会
最
大
の
政
党
の
地
位
を
誇
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
、
ピ
ュ

l
ロ
l
・
ブ
ロ

ッ
ク
は
モ
心
発
足
の
当
初
か
ら
脆
弱
な
ま
抵
の
う
え
に
た
っ
℃
い
た
o

第
一
に
、
プ
ロ
γ

ク
の
ポ
派
(
保
守
党
)
と
左
派
(
自
由
思
想
通

ず
J
J
A
U
W

ン
タ
ス
d
H
V
一T
f
l
グ

合
-
自
由
凪
想
人
民
党
・
ド
イ
ツ
人
民
党
〕
と
は
内
政
改
革
を
め
ぐ
り
利
害
対
立
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
『
結
集
政
策
』

一O
O
か

に
ゐ
い
て
は
、
強
力
な
中
央
党
が
媒
介
し
て
議
会
多
数
派
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

『
プ
ロ
ァ
ク
政
策
』
に
お
い
て
は
、

わ
F
か
五
四
議
席
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
弱
休
の
国
民
自
由
党
が
フ
ロ
ッ
ク
の
有
派
と
左
派
と
を
媒
介
し
て
い
た
こ
と
。
第
三
に
、
プ

ロ
y

ク
内
部
D
抗
争
が
生
ず
る
ば
あ
い
、
中
央
党
が
保
守
党
と
再
び
結
集

T
る
可
能
性
が
つ
ね
に
存
在
し
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
中

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
草
問
題

第
七
十
九
器

九

第
五
号



ド
イ
ツ
帝
国
主
義
、
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
巻

+ 
o 

第
五
吾

点
〈
川
見
が
最
大
白
議
席
数
、
γ
占
め
る
野
党
て
あ
る
こ
と
。
『
プ
ロ

y

グ
政
策
』
の
一
脆
弱
性
心
主
要
な
原
因
は
以
上

ω
コ
一
点
に
あ
り
、
そ
の
『
ぷ

「
プ
ロ

y

グ
情
勢
の
一
切
の
囚
難
を
明
ら
か
に
す
る
支
配
的
事
実
は
、
作
為
的
た
幻
想
的
な
公
式
の
プ
ロ
ヅ
グ
多
数
派
と
、
保

守
党
ム
中
央
党
と
の
さ
し
あ
た

H
ま
だ
潜
在
的
な
同
然
な
多
数
派
と
の
、
ニ
フ
白
多
数
派
D
並
行
て
あ
る
」
と

h
コ
て
も
よ
い
。
こ
の

味
F ノ/

ょ
う
左
脱
弱
性
を
は
ら
む
ピ

ι
1
ロ
l
・
プ
ロ
ッ
グ
は
、
対
外
的
に
は
、
三
国
協
商
体
系
に
よ
る
国
際
的
包
聞
の
さ
た
か
に
、
ド
イ

y

帝
国
、
主
義
の
基
本
践
に
た
い
し
て
打
撃
主
あ
た
え
る
バ
ル
カ
ン
危
機
に
直
面
〕
、
対
内
的
に
は
、
自
由
派
と
保
守
派
と
の
抗
争
を
鋭
化

ず
る
選
挙
法
改
一
五
問
題
・
デ
イ
リ
ー
・
テ
レ

rラ
フ
一
事
叱
や
帝
国
財
政
改
革
問
題
に
直
面
し
た
o

ジ
ド
サ

(
B
E
E
-己
弓
ロ
印
可
凸
O
巧
)

白
財
政
改
革
案
が
長
起
さ
れ
た
一

λ
O八
年
の
秋
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
た
諸
問
題
の
交
錯
、

F
イ
ツ
帝
国
主
義
の
危
機
的
民
間
と

内
政
改
革
運
動
の
進
展
と
の
交
錯
白
古
た
か
に
あ
っ
た
。

]
 

ω
E
「
小
財
政
改
革
』
(
一
九

O
凹
年
五
月
一
四
日
の
法
叩
)
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
条
款
の
修
正
と
い
う
形
態
で
、
帝
国
財
政
の
連
邦
主
義

c
 

的
機
構
に
た
い
す
る
改
革
を
企
閲
し
た
。
そ
の
要
点
は
次
り
二
点
に
あ
る
。
第
一
点
。
関
税
お
上
び
タ
バ
コ
税
の
全
額
が
帝
国
国
庫
へ
納
付
さ
れ
、

右
条
款
に
よ
る
連
邦
各
邦
へ
の
交
付
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
印
紙
税
・
火
活
消
費
税
の
ほ
か
に
、
新
た
に
火
間
際
造
川
槽
税
お
よ
び

火
師
版
料
税
が
、
右
条
款
に
し
た
が
っ
一
之
連
邦
各
邦
へ
交
付
さ
れ
る
刊
現
と
し
C
規
定
さ
れ
た
。
第
二
点
。
連
邦
国
費
分
担
金
は
、
従
求
。
ょ
う
に

帝
同
議
告
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
予
算
を
基
準
と
し
て
で
は
な
く
、
会
計
年
度
末
に
事
実
上
町
不
足
制
を
損
相
す
る
に
必
要
な
朝
だ
け
徴
収
さ
れ
る
こ

L
ζ

と
な
っ
た
。
町
『
大
財
政
改
革
』
(
一
九

O
六
年
六
月
三
日
の
法
卸
)
は
、
ピ

1
ル
際
浩
税
・
ダ
パ
ヨ
税
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
税
・
帝
凶
印
紙
税
制
措
り
税

E
 

率
引
上
げ
や
課
税
対
車
の
増
加
の
ほ
か
L
、
帝
国
相
続
税
を
実
羽
し
た
。
な
ん
ら
か
の
形
態
で
所
有
税
を
導
入
L
た
け
れ
ば
、
帝
国
議
会
に
お
い
て

財
政
改
革
案
を
成
立
主
せ
る
見
通
し
は
な
か
っ
た
た
め
、
帝
国
相
続
税
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
各
邦
M
m
相
続
税
の
徴
収
を
担
当
L
、
そ
の

税
収
入
の
う
ち
一
一
一
分
の
一
一
を
帝
国
が
、
ゴ
分
の
一
を
連
邦
告
邦
が
え
た
。
こ
の
帝
国
相
続
税
が
大
き
な
抗
争
を
ひ
き
お
こ
さ
な
か
っ
た
の
は
、
配
偶

者
お
よ
ぴ
直
系
卑
属
の
相
続
が
免
税
と
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る

Q

こ
の
点
に
改
革
の
限
界
が
あ
ヮ
た
(
阿
国
釦
n
F
O
E
-
m
印
M
M岳
山

N
Y
当
日
。
円
I

H。
R
ロ
Mm
司

H
E
E
l
t
H
M白
N
o
-
-
u
o
E
H
W

内

Hmwm
白
。
己
RUσ
ロ
同
E
n日

MOm-H由
民
、
印
印
・

A-2
ち
戸
お
叶
民
国
-
野
洋
高
次
郎
『
独
逸
税
制
教
逮
且
』
頁



一
九
八

l
二
O
三
参
照
〉
。

ω
村
瀬
興
地
『
ド
イ
ツ
現
代
阜
』
頁
一
一
五

o
t
一
五
四
参
照
。

ゆ
保
守
党
〈
六

O
)
帝
国
党
(
二
回
)
反
セ
ム
党
(
二
ご
国
民
自
由
党
(
主
四
)
自
由
思
想
連
合
(
一
回
)
自
由
思
想
人
民
党
(
二
八
)
ド
イ
ツ

人
民
党
(
七
)
の
議
席
数
は
合
計
し
て
二
心
人
と
な
り
多
数
派
を
形
成
し
え
た
ハ
く
包
印
の
『
E
F
O
B
-
何
日
。
]
V
E
R
F司
自
由
岳
円
。
Z
ω
E
-
o日凶
2
・

H∞
宍
戸
印
印

HAH-一戸町・』
O『
mロロ
σωNHOEEzmun}回、司。日目
H
ω
n
r
o
G
O
ω
n
r刊の『件。

ι⑦
ω
ロ
o
c
oロ《】
O戸内
mu-UFOロ
]ErMMmO】コ「
OHOFomy
国門

HeH円円、日由
ω
p
m

H
由戸)。

川
何
回
目
出
叶
，
g
n
F
O日
R
V
O打
開
。
完
封
切
出
回
mwロ
司
Z
0
2
H
H
ロ
ロ
品
同
ロ
ロ
OHO
同
2η
官
官
同
H
E
W
E
2
5
5回

E

5
・印

H
F

同
バ
グ
ダ
ー
ド
鉄
道
政
策
一
ハ
ベ
ル

9
ン
1
ピ
ザ
ン
ッ
ー
バ
グ
ダ
ー
ド
を
結
合
す
る
ニ

B
政
策
)
は
、
ド
イ
ァ
帝
国
主
義
の
基
本
線
を
一
討
す
。
な
お
、

と
の
点

r
つ
い
て
、
中
山
拍
一
『
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
基
本
的
方
向
』
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
唖
、
頁
一

O
七

l
一
一
八
参
照
。

同
一
九
つ
八
年
七
月
の
青
年
ト
ル
コ
革
命
、
一

O
月
五
日
の
プ
ル
ガ

P
ア
独
立
宣
言
、
一

O
月
五
日
の
オ
1
ス
ト
D
1
1
ρ
シ
ガ
9
1
の
ボ
ス
ニ
ア

1
(
ル
ソ
品
ゴ
グ
ィ
ナ
併
合
事
の
一
連
の
事
件
の
生
起
を
み
よ

n

-

m
選
挙
法
改
正
問
題
と
り
わ
け
プ
ロ
イ
セ
ン
三
級
選
挙
法
改
E
問
題
は
、
帝
制
ド
イ
ツ
の
内
政
上
田
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
自
由
慌
が
『
プ
ロ

ヅ
ク
政
策
』
の
展
開
に
か
け
た
最
大
の
期
待
も
、
と
こ
に
あ
っ
士
。
た
と
え
ば
、
マ
ッ
ク
九
・
拘
Y
4
1
パ
ー
の
フ
9
1
ド
9
7
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
宛
白

一
九

O
八
年
四
月
二
六
日
付
お
上
び
一
一
月
五
日
付
の
4

苦
情
を
み
よ
(
ウ
品
1
パ
1
『
政
治
書
簡
集
』
相
沢
久
訳
、
朴
全
科
学
官
ミ
ナ
1
ル
叩
、
頁

九

l
一
四
)
。
反
面
、
保
守
派
出
『
プ
ロ
ッ
ク
政
策
』
の
展
開
に
い
だ
い
た
最
大
の
危
憶
も
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。
ユ
ン
ヵ
ー
の
権
力
的
地
位
を
保
証

す
る
プ
ロ
イ
セ
γ
三
組
選
挙
法
に
た
い
す
る
改
革
企
図
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
を
危
懐
L
て
、
保
守
党
は
中
央
党
と
提
携
す
る
道
を
も
と
め
る

に
い
士
る
。
フ
ロ
イ
セ
シ
三
叡
選
挙
法
改
正
問
題
と
帝
国
財
政
改
革
問
題
と
の
関
連
に
留
意
せ
よ

(
4巴
開

2
n
F
H
W吋の
F
ロ
日

]
u
O
B
O
E
Mの
Z

同
mmH目
。
巳
巧
E
H
E目
m
H
H
J
邑
邑
・
印
印
回
目
。
1
明
日
日
〕
。
帝
国
内
政
の
議
会
主
義
佑
を
め
ぐ
る
抗
争
の
契
閣
と
な
っ
十
戸
イ
3

1
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事

件
は
、
占
あ
た
か
も
財
政
改
革
案
が
佐
閲
さ
れ
る
直
前
一
九

O
入
宇
一

O
月
一
入
日
に
発
端
、
一
一
月
一

O
日
一
一
日
の
帝
国
議
告
で
の
論
議
で
頭

車
に
達
し
た

(
4
E
-
W日
iES@昌
也
巴
G
F
印E

】
包
同
村
瀬
興
雄
、
頁
一
六

O

一
六
二
参
町
三
選
挙
法
政
正
問
題
と
デ
イ
9
1
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事

、、

件
と
に
よ
り
プ
ロ
ッ
ク
内
部
の
自
由
派
と
保
守
派
と
の
抗
争
が
鋭
佑
し
、
と
の
両
派
の
抗
争
は
帝
国
財
政
監
革
問
題
を
直
接
由
契
槽
と
し
て
プ
ロ
ヅ

ク
解
体
に
導
く
。

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
巻

七

第
五
号



「
イ
ツ
帝
由
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
巻

七

第
五
日
す

目

一
九

O
八
年
一
一
月
一
九
日
に
帝
国
議
会
へ
上
呈
さ
れ
た
財
政
改
革
案
は
、
歳
計
不
足
額
概
算
五
億
マ
ル
ク
の
う
ち
、
四
億
マ
ル
ク

を
間
接
税
に
よ
り
、
一
億
マ
ル
ク
を
所
有
税
に
よ
り
、
一
填
補
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
案
を
め
ぐ
る
主
要
な
抗
争
点
は
、
火
酒
専
売

案
と
相
続
財
産
税
案
と
に
あ
っ
た
。
相
続
財
雇
税
案
は
、
配
偶
者
・
直
釆
卑
属
を
含
む
一
切
の
相
続
人
に
た
H
し
て
、
相
続
財
産
額
二

万
マ
ル
ク
以
ょ
に

0
・
五
%
乃
至
三
，
%
の
累
進
課
税
を
賦
課
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
た
。
土
地
所
有
者
に
た
悼
し
て
は
、
収
益
の
一
一

O

倍
を
地
価
と
定
め
、
年
賦
納
税
を
許
容
し
て
、
優
遇
が
恋
さ
れ
て
い
た
が
、
右
の
免
税
点
の
設
定
に
よ
り
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
り
は
、

穀
物
関
税
率
の
引
上
げ
か

b
最
大
由
利
益
を
抽
出
す
る
約
一
一
一
一

O
万
の
農
業
経
営
者
(
総
農
業
経
営
者
の
約
二

O
%〕
で
あ
っ
て
J

ま
芭
し

く
こ
の
層
白
中
核
を
な
す
ユ

y
カ
は
、
保
守
党
お
よ
び
農
業
者
同
盟
を
挺
ぷ
と
し
て
、
相
続
財
産
税
案
に
反
撃
を
集
中
し
た
。
帝
国

議
会
第
二
部
会
(
一
九
O
八
年
二
月
二
O
日
|
二
八
日
〉
に
沿
い
て
、
保
守
党
の
み
で
た
く
、
中
央
党
も
ま
た
相
続
財
産
税
に
反
対
の
態

度
を
一
万
仏
、
一
安
員
会
審
議
二
九
O
九
年
一
月
一
九
日
開
柏
)
に
お
い

τ政
府
案
K
も
と
づ
く
相
続
財
産
税
白
成
立
の
見
通
し
は
な
か
コ
た
。

モ
己
、
七
、
二
つ
の
代
替
提
案
が
な
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
プ
ロ
y

ク
右
派
白
提
案
で
あ
り
、
帝
国
党
白
ガ
ム
プ

(
同
日
目
〈
O
ロ
の
山
自
国
Y
u

宮

E
E
Z
D〉
が
連
邦
国
費
分
担
金
の
引
上
げ
を
提
案
し
た
。
い
ま
一
つ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
左
派
白
提
案
て
あ
り
、
国
民
自
由
党
治
よ
び

自
由
思
忽
両
党
は
併
国
財
産
税
主
要
求
し
た
。
後
者
は
否
決
さ
れ
、
ガ
ム
プ
提
案

PA'が
、
修
玉
さ
れ

τ、
劃
委
員
会
に
再
提
出
さ
れ

た
。
そ
れ
は
、
一
九
一
四
年
ま
で
は
連
邦
国
費
分
担
金
白
増
徴
に
ま
つ
己
と
と
し
、
そ
れ
以
降
は
連
邦
名
邦
が
徴
羽
を
担
当
す
る
帝
国

所
有
税
を
徴
収
し
、
そ

ω
た
め
の
法
案
が
一
九
一
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
帝
国
議
会
へ
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
自
由
派

は
こ
の
よ
う
な
「
所
得
・
財
産
主
た
相
続
財
産
の
訴
秘
」
に
よ
る
帝
国
所
有
税
の
実
現
に
疑
念
を
い
だ
い
て
い
た
が
、
中
央
党
は
、
モ

う
し
た
規
定
は
連
邦
各
邦
白
財
政
権
に
た
い
す
る
過
度
の
午
渉
と
し
て
反
対
し
、
保
守
派
と
自
由
派
と
の
結
合
を
阻
止
す
る
た
め
に
へ

ロ
ル
ド
(
出
O
H

。E
)
提
案
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
、
即
刻
白
帝
国
所
有
税
の
導
入
を
う
た
っ
て
、
自
由
、
派
の
意
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い



た
が
、
事
実
上
は
連
邦
国
費
分
担
金
の
引
上
げ
を
主
張
し
、
た
だ
「
連
邦
各
邦
は
、
割
当
て
ら
れ

L
国
費
分
抵
金
を
、
所
有
に
た
い
す

こ
と
を
規
定
し
て
悼
る
に
す
ぎ
な
い
叫

る
税
に
よ
ワ
亡
徴
収
す
る
義
務
を
負
う
」

つ
ま
り
、

土
地
所
有
者
の
優
勢
な
邦
議
会
て
は
、

『
所
有
税
』
を
会
社
設
立
税
や
利
札
税
ゃ
を
意
味
す
る
も
り
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

E

D
よ
う
な
一
般

的
な
規
定
は
、
一
面
、
邦
政
府
干
保
守
派
の
同
意
士
容
易
に
し
た
が
、
他
国
、
自
由
派
白
疑
念
を
か
き
た
て
る
も
の
で
あ
っ
て
、
副
委

員
会
で
は
な
ん
ら
白
決
着
も
生
じ
た
か
っ
た
。
つ
い
て
、
二
月
末
葉
に
再
召
集
さ
れ
た
委
員
会
に
お
い
て
自
由
派
は
再
び
帝
国
財
産
税

を
提
案
し
た
た
め
、
ガ
ム
プ
提
案
と
へ

μ

ル
F
提
案
と
を
加
え
て
、
三
円

J

の
提
案
が
審
議
さ
れ
、
中
央
党
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
治
よ
び
社

会
民
主
党
白
反
対
に
抗
し

τ、
さ
し
あ
た
っ
て
、
ガ
ム
プ
提
案
が
プ
ロ
ッ
ク
妥
協
笑
と
し
て
採
択
さ
れ
た
(
三
月
四
九
町
三
己
白
よ
う
に
、

相
続
財
産
税
を
め
ぐ
る
抗
争
が
展
苅
さ
れ

τ
Hる
聞
に
、
火
酒
税
主
め
ぐ
っ
て
新
し
い
情
勢
が
生
争
だ
さ
れ
て
き
た
。

政
府
の
火
酒
専
売
案
は
委
員
会
審
議
二
九
心
九
年
一
月
二
心
日
一
一
一
日
)
て
否
決
さ
れ
、
モ
の
後
、
火
酒
税
案
に
つ
い
て
審
議
が
継

続
さ
れ
亡
い
た
。
大
酒
税
に
は
二
つ
の
税
率
が
あ
ヮ
た
。
帝
国
内
火
酒
消
費
高
平
均
に
し
た
が
い
連
邦
各
邦
に
火
酒
醸
造
高
の
割
当
が

な
さ
れ
、
総
割
当
高
に
つ
い
て
は
一

O
Oリ

y

ト
ル
当
り
一

O
五
T

ル
ク
の
火
酒
消
費
税
が
、
モ
れ
を
超
過
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
一

二
五
マ
ル
ク
の
火
酒
消
費
税
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
火
酒
需
要
は
つ
ね
に
総
割
当
高
を
凌
駕
し
て
い
た
た
め
、
火
酒
醸
造
業
者

切
『
ベ
ス
ガ
'
ぺ

は
、
総
割
当
高
の
部
分
に
つ
き
一

O
Oリ
ヅ

1
ル
当
り
二

0
マ
ル
ク
の
特
別
利
潤
士
え
て
い
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
『
愛
の
贈
物
』
て

U
1
べ
え
ガ

E
ベ

あ
り
、
い
ま
、
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
三
月
二
四
日
の
委
員
会
に
沿
い
て
、
政
府
は
こ
の
『
愛
の
贈
物
』
士
次
白
五
年
間
は
一
五
マ

ル
グ
に
切
下
げ
、
モ
心
後
は
一
五
マ
ル
ク
に
固
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
同
由
思
想
両
党
は
次
白
五
年
間
は
一

。
寸
ル
ク
に
切
下
げ
、
モ
の
後
は
五
マ
ル
ク
に
固
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
保
守
党
は
五
年
間
の
現
状
維
持
と
一
五
マ
ル
グ
へ
白
固
定

リ
ー
ベ
呪
ガ

1

ペ

り

と
を
要
求
し
た
。
こ
の
と
き
、
突
如
と
し
て
中
央
党
は
二

O
マ
ル
グ
の
『
愛
の
贈
物
』
士
恒
久
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
ふ
た
。
己
白
ょ
う

?
イ
ツ
帝
国
主
義
主
財
政
改
車
問
題

第
七
イ
九
巻

七

第
五
号

主



第
七
十
九
品

な
中
央
党
の
行
動
は
、
甫
F
イ
ツ
心
火
酒
醸
造
業
者
の
利
害
に
呼
応
す
る
と
同
時
に
w
こ
れ
を
契
機
に
保
守
党
と
再
び
結
集
し
よ
う
と

ず
る
戦
術
的
配
慮
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
こ
こ
に
「
黒
H
青
フ
ロ
ッ
ク
』
が
大
き
く
浮
び
あ
が
り
、
帝
国
財
政
改
革
の
過
程

に
転
換
点
が
生
じ
た
。
火
酒
税
案
白
審
議
の
さ
在
か
に
、
保
守
党
の
ノ
ル
マ
ン

(
Z
2
2
5ロ
)
は
、
国
民
自
由
党
の
パ

y
十

l
マ
ン

ド
イ
ツ
帝
周
主
義
と
財
政
改
車
問
題

七

r9 

第
五
号

プミ

(同日
ω仲
間
日
ω耳
目

E
Sを
訪
問
し
て
、
保
守
党
と
協
調
す
る
ど
の
よ
う
な
政
党
と
て
も
多
数
派
を
形
成
し
て
財
政
改
革
を
遂
行
し
、

連
邦
各
邦
心
財
政
権
に
介
入
す
る
一
切
の
所
有
税
を
拒
否
す
る
立
場
を
明
示
し
た
が
、
国
民
自
回
党
は
こ
れ
を
プ
ロ
ッ
グ
の
解
約
告
知

と
み
な
す
己
と
を
声
明
し
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
ペ
た
よ
う
に
、
財
政
改
革
案
を
め
ぐ
る
抗
争
は
、
プ
ロ
y

グ
内
部
の
保
守
派
と
闘
由
派
と
む
矛
盾
を
鋭
化
さ
せ
、
ピ
ュ

l
ロ

l
・
プ
戸
川
ノ
グ
は
解
体
白
危
機
に
瀕
し
た
。
保
守
派
は
相
続
財
産
税
を
拒
否
し
、
自
由
派
は
火
酒
税
の
農
業
友
好
的
規
制
を
拒
否
し
た

の
で
あ
り
、
モ
う
し
た
矛
盾
に
た
い
し
て
、
政
府
は
な
治
も
、
相
続
財
産
税
と
火
酒
税
と
白
量
的
関
係
て
両
派
の
互
譲
を
も
と
め
て
、

財
政
改
革
案
を
成
立
古
せ
よ
う
と
企
図
し
て
U
た
。
政
府
は
、
農
業
者
同
盟
主
横
粁
と
し
て
相
続
財
産
税
に
た
い
ナ
る
反
対
運
動
品
川
展

開
す
る
保
守
派
に
譲
歩
さ
せ
る
た
め
に
、
各
種
の
工
作
を
行
っ
た
。
政
府
の
支
持
を
う
け
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
F
イ
ケ
官
吏
会
議
、

宰
相
官
邸
て
白
各
積
回
体
代
表
者
の
謁
見
勺
半
官
的
た
国
民
集
会
、
大
学
教
授
の
学
術
講
演
、
中
央
干
地
方
の
新
聞
白
動
員
等
、
い
ず

れ
も
保
守
派
に
た
い
す
る
攻
撃
を
展
開
し
、
政
府
案
に
も
と
づ
く
財
政
改
革
白
遂
行
を
支
持
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
う
し
た
政
府

白
工
作
も
逆
効
果
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
あ
り
、

『
ブ
ロ
ッ
ク
政
策
』
は
新
し
い
民
主
的
な
政
治
形
態
へ
の
移
行
主
意
味
す
る
と
煽
動

す
る
中
央
党
白
戦
術
と
あ
い
ま
っ
て
、
保
守
党
は
政
府
に
た
い
す
る
不
信
の
念
を
あ

b
た
に
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
の
工
作
に
た
い
》

相
続
財
産
税
に
代
替
さ
せ
よ
う
と
し
た
(
四
月
二
二
日
)

O

る
反
撃
と
し

τ、
保
守
党
は
不
動
産
お
よ
び
有
価
証
券
白
増
価
税
主
要
求
し
、

こ
の
保
守
党
白
帝
国
増
価
税
案
は
、
デ
ィ

l
ト

H
Y
己
(
ロ

HOEng提
案
と
し
て
、
委
員
会
ぞ
審
議
さ
れ
、
多
数
派
を
獲
得
し
え
も
仏
か



っ
た
と
し
て
も
、
中
央
党
の
支
持
を
う
け

τ
い
た
一
四
月
一
一
九
日
五
月
一
日
)
。
保
守
党
は
さ
ら
に
、
十
府
提
案
を
改
作
し
て
、
不
動
産
の

増
価
税

ι有
価
証
券
の
取
引
所
上
場
税
と
を
要
求
す
る
り
ヒ
ト
ネ
1

7
ェ
ン
(
担
与
岳
民
O
ロ
)
拙
誌
を
提
出
し
、
保
守
党
・
帝
国
党
・
中

央
党
お
よ
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
の
構
成
す
る
新
し
い
多
数
派
は
、
さ
き
の
ブ
ロ
ッ
ク
妥
協
案
(
ガ
ム
プ
提
案
)
を
拒
否
し
て
、
こ
の
提
案

を
採
択
し
た
(
五
月
一
二
日
三
つ
い
て
、
委
員
会
審
議
に
沿
い
て
一
切
の
相
続
財
産
税
案
が
拒
否
さ
れ
る
に
い
た
り
(
五
月
二
二
日
)
、
相

続
財
産
税
士
自
由
派
と
社
会
民
主
党
と
り
多
数
派
て
保
守
派
に
抗
し
て
成
立
さ
せ
、
間
接
税
を
保
守
派
と
自
由
派
と
の
多
数
派
て
社
会

民
主
党
に
抗
し
て
成
立
さ
せ
る
、
と
い
う
政
府
お
よ
び
閏
民
自
由
党
の
戦
術
は
挫
折
ぃ
、
新
し
く
形
成
さ
れ
た
『
黒
H
青
ブ
ロ
ッ
ク
』

q
E
ペ
ス
ガ
1
ペ

白
方
向
て
、
二

0
マ
ル
ク
の
「
愛
の
贈
物
』

t
A白
む
火
酒
税
を
は
じ
め
グ
パ
コ
税
や
醸
造
税
が
あ
い
つ
い
て
委
員
会
て
採
択
さ
れ
て
H

っ
た
。
議
事
規
程
論
争
て
自
由
派
が
委
員
会
を
隊
脱
し
た
の
ち
は
、
残
骸
委
員
会
が
審
議
主
強
行
し
て
、
穀
粉
販
売
税
・
右
炭
輸
出
税

を
は
じ
め
取
引
所
上
場
税
や
不
動
産
増
価
税
士
採
択
し
た
(
百
月
二
七
日
吉
帝
国
財
政
改
革
が
こ
の
よ
う
に

一凶里
m
u
t
R
ロ
ブ
ロ
ッ
ク
」
の

主
導
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
に
い
た
り
、
自
由
派
は
ハ

γ
ザ
同
盟
(
〈

R
Eロ
国

E
B
Eロ
品
同
日
の
O
A司

0
5
0祖
国
自
己

07Mロ品

H
E
F

旦
】
コ
ろ
に
結
集
し
℃
反
撃
を
加
え
よ
う
と
し
た
。
六
且
一
一
一
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
開
催
さ
れ
た
創
立
総
会
に
は
、
工
業
・
銀
行
・
取
引
所
・

商
業
等
の
各
外
の
代
表
者
数
千
人
が
参
加
し
、
取
引
所
上
場
税
・
穀
粉
販
売
税
・
石
炭
輸
出
税
の
導
入
に
反
対
し
、
間
接
税
と
並
行
し

て
相
続
財
産
税
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
黒
リ
青
フ
戸
ァ
グ
』
は
、
さ
き

に
土
地
収
用
法
(
一
九
の
川
年
三
月
一
二
日
に
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
第
一
一
一
部
告
で
成
立
)
士
施
行
し
た
政
府
の
退
陣
を
欲
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
と
と

も
に
多
数
派
を
形
成
し
旬
、
帝
国
議
会
第
三
師
会
(
六
月
一
六
日
|
七
月
八
氾
に
お
い
て
政
府
が
再
び
提
出
し
た
相
続
財
産
税
案
を
否

決
し
た
(
六
月
二
四
日
)
。
か
く
て
、
若
干
白
変
容
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
間
接
税
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
『
黒
U
青
ブ
ロ
ッ
ク
』

ピ
ュ

I
ロ
I
の
退
陣
と
『
ブ
ロ
ッ
ク
政
策
』
の
解
体
を
招
来
し
た
。

の
財
政
改
革
案
が
第
一
「
一
説
会
(
七
月
九
日
一

O
日
)
て
成
立
し
、

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七

I

十
九
巻

七
五

軍
五
冨

じ



γ
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
車
問
題

第
七
十
九
巻

七
プ史

ドイツ帝国議会の政党構成の推移(1871-1912)第三要

問

刷

出

回

目

凶

間

四

国

間

山

山

間

則

的

町

田

町

内

刈

出

回

日

凶

伍

伯

お

初

お

鈎

日

目

5
第
五
号

i¥ 

* 進辛党 1871-81， 自由主義連合 1881(46人)， 自由思

想党 1884-90，自由思想連合および自由思想人民党 1893

-1907，進歩人民党 1912，

1910年に自由思想両党とともに進歩人民党を形成する。** 



保
守
党
お
よ
び
農
業
者
間
閣
を
主
導
し
て
『
プ
ロ
イ
也

Y

D
無
冠
の
帝
E
」
と
い
わ
れ
た
ハ
イ
デ
プ
フ

y
ト
(
回
目
見

A
E
D
出。可目

宮
耳
目
白
百
品

ι
2
F富
山
)
は
、
第
三
読
会
に
、
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

「

(
相
続
財
産
税
に
た
い
す
る
〕
わ
れ
わ
れ
の

同
意
を
あ
た
え
左
い
よ
う
に
根
本
的
に
最
終
決
定
的
に
規
定
し
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
と
う
し
た
税
の
う
ち
に
ほ
か
た

b
ぬ
一
般
的

在
所
有
税
を
み
と
め
、
モ
れ
以
外
白
も
の
を
み
と
め
る
己
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
要
因
て
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、

E
ζ

に
公
然
と

告
白
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
一
般
的
な
所
有
課
税
を
平
等
選
挙
権
に
も
と
づ
く
議
会
団
体
の
手
中
に
委
ね
る
と
と
を
欲

し
た
い
と
い
う
要
因
で
あ
っ
た

0

・
・
な
ん
と
た
れ
ば
、
現
在
法
案
に
も

b
れ
て
同
る
命
題
や
規
定
以
苛
烈
に
さ
れ
て
、
究
極
に
は
所

出

有
白
収
奪
に
導
〈
白
士
、
引
続
い
て
有
効
に
阻
止
し
う
る
方
策
が
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。

:ι

と
。
こ
の
告
白
に
明
ら
か
友
よ
う
に
、

出

ユ
ン
カ
は
、
普
通
・
直
接
・
秘
密
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
み
ず
か
ら
白
代
表
勢
力
白
減
退
何
向
を
一
万
す
帝
国
議
会
(
第
一
一
一
表
参
照
)

白
千
中
亡
、
連
邦
主
義
的
機
構
を
打
破
ナ
る
帝
国
直
接
税
と
し
て
、
所
有
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
で
あ
る
。

ユ

γ
カ
l
は、

あ
く
ま
と
連
邦
主
義
的
機
構
を
擁
護
し
て
、
地
方
的
プ
μ

イ
セ
ン
的
利
益
を
温
存
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
も
と
も
と
ユ
ン
カ
I
は
、
帝

国
白
政
策
が
特
殊
プ
ロ
イ
セ
ン
的
利
益

ι
一
致
す
る
方
向
に
あ
る
限
り
モ
れ
を
支
持
す
る
と
い
う
連
邦
主
義
的
な
基
本
織
を
と
っ
て
い

た
が
、
一
八
七
九
年
の
経
済
政
策
白
旋
回
以
降
一
八
九
O
年
に
い
た
る
ま
で
は
、
帝
国
白
政
策
の
基
調
が
ユ

Y

カ
!
の
階
級
的
利
益
の

擁
護
に
あ
っ
た
た
め
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
政
策
を
積
極
的
に
支
持
し
、
連
邦
主
義
的
傾
向
を
背
景
陀
潜
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
可
軒

グ

ル

ス

航
路
』
白
経
済
政
策
が
展
開
さ
れ
、
帝
国
の
政
策
が
特
殊
プ
ロ
イ
セ

Y
的
利
益
と
謂
離
す
る
側
面
を
一
不
し
は
じ
め
る
に
い
た
り
、
ユ
ン

ヵ
ー
は
、
そ
う
し
た
流
れ
に
抗
し
亡
み
ず
か
b
の
階
級
的
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
連
邦
一
主
義
的
傾
向
を
表
面
に
治
し
だ
し
て
き
た

貯

の
で
あ
る
。
浦
知
の
よ
う

K
、
帝
国
の
連
邦
主
義
的
危
小
邦
分
立
制
と
帝
国
に
た
い
す
る
プ
ロ
イ
E
Y
D
制
覇
的
地
位
と
は
表
裏
一
休

日
関
係
に
あ
畑
、
三
級
選
挙
法
を
槙
粁
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
士
支
配
す
る
ユ
ン
ヵ
ー
は
、
そ
う
し
た
関
係
に
も
と
づ
U
て
、
帝
国
に
治

ャ
イ
ッ
帝
国
主
義
と
財
政
改
ヰ
問
題

第
七
寸
九
巻

七
七

揮
五
号

九



ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
町
政
改
革
問
題

第
長
十
九
巻

七
只、

第
五
号

f 

い
て
も
そ
の
階
級
的
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
帝
制
ド
イ
ツ
白
連
邦
主
義
的
政
治
構
造
を
維
持
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン

の
三
級
選
挙
法
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
ュ

γ
カ
に
と
コ
て
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
い
ま
、

『
プ
ロ
ッ
ク
政
策
』
が
こ
白
ユ
ン
カ

l
の

階
級
的
利
益
の
根
幹
に
ふ
れ
る
方
向
へ
展
開
さ
れ
る
と
と
を
危
惜
し
て
、
ユ

Y

カ
I
は
ブ
ロ
ァ
ク
解
体
主
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
保
守

党
D
主
導
者
グ
ェ
ス
グ
ル
プ
(
同

5
0
8ロ
司
自

E
G
)
は
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
に
た
い
す
る
立
場
金
次
白
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
、

「
連
邦
主
義
白
線
と
財
産
保
護
の
線
と
が
融
け
合
っ
て
い
た
。
モ
れ
は
・
プ
ロ
イ
セ

Y
に
沿
い
て
は
・
・
い
等
級
選
挙
法
と
上
院
と
が
、

引

私
有
財
産
を
・
:
適
度
の
租
税
立
法
に
よ
る
彼
壊
か
ら
保
護
す
る
政
策
世
保
証
し
て
い
た
か

b
で
あ
る
」
と
。

ω
尉
肱
改
革
案
の
要
点
は
次
の
一
一
点
に
あ
っ

ι。
軍
一
点
。
連
邦
国
費
分
担
金
主
人
口
頭
割
目
。
プ
ア
ェ
ン
ζ

ヒ
か
ら
入

C
プ
フ
占
ン
品
ヒ
ヘ
引
上

げ
て
、

0
・
二
人
億
マ
ル
ク
の
増
収
を
え
る
。
第
二
点
。
火
酒
専
琵
一
億
マ
ル
ク
、
ダ
パ
コ
説
。
・
七
七
億
マ
ル
グ
、
ビ
ー
ル
醸
造
現
一
億
マ
ル
ク
、

ぶ
ど
う
酒
税
0
・
二
倍
マ
ル
ク
、
電
気

l
ガ
ス
税
0
・
五
億
マ
ル
ク
、
広
告
税
C
・
一
一
一
一
一
一
億
マ
ル
ク
、
以
よ
合
計
三
・
八
億
マ
ル
タ
の
憎
収
を
え
る
。

第
三
点
。
相
続
財
産
税
で

0
・
九
二
億
マ
ル
ク
の
増
収
を
え
る
。
〔
当
日
hω

ユ
。
戸
印
凹
目

E叶
J
t
g。

間
野
津
高
次
郎
、
頁
二
一
九

l
一
一
一
一
一
参
問
。

同
州
印

n
v
E
5
0目
、
巴
章
、
印
・
M
M
「

川
明
日
n
F戸
同
『
o
ω
m
p
H
C
O

∞-
m
印目旧日開出回目・

岡

田

叶

g
n
E
E
R
F
O
F
的

ω
∞

同
叫

EHF-
伊

ω
∞・

m
F
H
P・
F
台・

倒

的

n
F
巳
F
O盟・
5
3、印
H
C
U

川
問

Z
4
2
n
r⑦
目
"
の
『

m
w
n
F
色

側

凹

n
E
E
H
2
9
5
0一p
m臼
H
S
J
H
H白

川凹

FE--
印
・
ロ
品

(HF
〉
官
己
記

g〉



同
阿

F
E
・印

HU日

(
M
O
K
J胃
=
H
U
D一由)

ω
F
H
P・
印
印
・
区
戸
一
E
F

川
畑

H
e
E
・
印
印
】
由
C

ム由同・

帥

H
E
F
印
・
可
申
・

同
州

H

広島
J

印
印
可
申
ム
ヰ

納
戸
田
問
。
}HOR
∞-Mhp

刷
印
。
宮
古
5
m
m
L由
S
・
目
的

H

g

E

D

'

ω
ρ

シ
ザ
同
盟
白
創
立
総
会
で
は
、
ド
イ
ツ
酎
業
家
中
央
連
合

(
N
O
E
E
-
4
0司
『
自
己
骨

E
m
n
F
Z
F
P
M
ω
片
岡

H
E『
ろ
の
全
長
で
み
め
り
グ
ル
ッ
フ
の

取
締
役
全
長
で
も
あ
る
レ
1
ト
ゲ
ル

(psso与
が
財
政
改
革
の
た
め
に
工
業
・
商
業
・
握
行
白
各
界
の
提
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

の
ち
、

γ
イ
ツ
担
行
1
金
融
業
中
央
連
合

(
N
o
E
E
H
4
0
Hげ
ppι

骨
句
。
。
己
movo四
回

E
W
H
E
M仏
国

P
D
E耳
目
。
dqoFO〉
の
全
長
B
I

品

7

1

(

回同
1

E
o
E
O
Zは
、
農
業
が
政
拍
的
優
越
を
極
端
に
利
用
し
て
経
済
的
利
益
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
ハ
ム
プ
ル
ク
商
業
会
議
所
会
頭
シ
シ
ケ

ル
(
宮
m
M
m
n
Eロ
n
r
E
)も
ま
た
保
守
党
の
裏
切
行
為
を
非
難
し
た

Q

さ
ら
に
、
ペ
ル

9
ン
商
業
会
議
所
副
音
頭
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

1

シ

(H45ロ
Ndq。ロ

富
。
ロ
骨
】
ωω
。
}
百
)
が
有
価
証
祭
に
た
い
す
る
課
税
に
反
対
し
、
ド
イ
ヅ
最
大
の
鉱
山
告
社
ゲ
ル
ぜ
シ
キ
ル
へ
シ
の
専
務
取
締
筏
キ
ル
ド
ル
フ
(
開
自
己

同
旬
皆
同
同
)
が
、
租
税
平
社
告
立
法
に
よ
る
企
業
の
負
担
過
重
(
い
わ
ゆ
る
『
廃
業
負
担
』
〕
に
反
対
し
、
ま
た
石
炭
輸
出
税
を
非
難
し
た
。
さ
い
ご

に
、
ド
イ
ツ
商
業
会
議
(
口

o
E
a
n日
百
円
国
自
己
巳
mHh晶
)
の
会
長
ケ
今
(
岡
野
口
町
内
)
は
、
ド
イ
ツ
が
と
っ
く
の
菅
に
『
商
工
業
国
』
に
な
っ
て
い
ゐ
の

に
、
『
農
業
国
』
当
時
の
古
い
政
治
掛
構
が
支
配
し
て
い
る
己
と
を
批
判
L
、
商
工
業
の
新
し
い
飛
躍
の
た
め
の
地
盤
を
拓
く
よ
う
な
財
政
改
革
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
(
印
n
F
Z
H
H
F
Z
P
E
S
M
印
印
・
区
中
日
口
同
〕
。

側

関

同

司

n
F
F
臼宮・

ω
相
続
財
産
税
案
に
反
対
し
た
の
は
、
中
央
党
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
の
全
部
、
保
守
党
の
大
部
分
、
帝
国
党
の
三
名
、
経
済
連
合
の
凹
名
、
改
革
党
の

二
名
、
既
ょ
の
一
九
四
票
で
、
賛
成
し
た
り
は
、
国
民
自
由
党
・
自
由
思
想
両
党
・
社
会
民
主
党
白
金
一
部
、
保
守
党
の
六
名
、
帝
国
党
の
大
部
分
、

以
上
の
一
八
六
事
で
あ
っ
た
(
印

n
E
E吾
S
F
E
E
-
m
m
M
U日l
日
M
P
出
・
叶
2
n
F
O
E官
官
♂
日

3
1
な
お
、
社
会
民
主
党
は
、
第
一
一
一
務
会
に

お
け
る
最
終
投
票
ま
で
は
党
の
法
案
に
た
い
す
る
影
響
力
を
拡
置
す
る
伝
統
的
な
党
の
戦
術
に
し
た
が
っ
て
、
第
一
説
会
お
よ
び
弟
二
説
会
で
は
和

F
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
毒

七
九

車
五
号



第
七
十
九
春
三
八

O

続
財
産
税
案
を
支
持
し
た
の
で
あ
ゐ
。
相
続
財
産
税
案
は
第
二
読
告
で
否
決
さ
れ
た
た
め
、
第
三
龍
告
で
の
社
会
民
主
党
の
最
終
的
態
度
を
決
定
し

な
い
主
主
で
問
題
を
の
ち
忙
も
ち
こ
し
た

(
Q
E
同

印

n
E
B
r
p
c耳
目
mwp
印

0
2巴
ロ
E
H
5
2
P弓
T
E
S
l
-
E一
戸
呂
田
・
司
呂
田
)
。
キ
ピ
ユ
ー

ロ
1

・
ブ
ロ
ッ
ク
の
帝
国
財
政
改
革
に
さ
い
し
て
朴
金
民
主
党
が
直
面
し
た
問
題
は
、
耽
の
二
点
に
あ
っ
た
。
第
一
点
。
帝
国
直
接
税
が
実
現
さ
れ

る
が
ゆ
え
に
、
巨
額
の
軍
事
費
の
調
達
を
企
閲
す
る
政
府
揮
を
支
持
す
べ
き
か
否
か
。
車
二
点
。
自
向
主
義
政
党
と
の
連
合
の
基
盤
を
作
出
し
て
、

保
守
派
主
自
由
派
と
の
矛
盾
を
利
用
す
る
た
め
に
、
政
府
案
を
主
持
す
べ
き
か
否
か
。
修
正
派
は
い
ず
れ
を
も
可
と
し
、
急
進
派
は
否
と
し
た
。
社

告
民
主
党
は
、
プ
ロ
ッ
ク
解
体
後
、
こ
の
問
題
を
再
び
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
党
大
合
(
一
九

O
九
年
九
月
二
一
日
|
一
八
日
)
で
正
り
あ
げ
、
い
ず
れ
予

想
さ
れ
あ
帝
国
財
政
改
革
白
新
し
い
展
開
に
た
い
し
て
党
の
立
場
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
士
。
第
一
点
。
租
税
問
題
。
修
正
派
は
、
現
在
の
党
に
は

軍
備
政
策
を
阻
止
す
る
力
を
か
く
ゆ
え
、
軍
備
政
策
か
ら
生
じ
る
労
働
者
階
般
の
税
質
担
を
で
ぎ
る
限
り
軽
減
す
る
た
め
に
、
か
ね
て
か
ら
の
党
綱

領
の
要
求
の
一
つ
で
あ
っ
た
帝
国
直
接
税
を
実
現
す
る
樺
告
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
帝
国
直
接
税
そ
れ
自
体
出
軍
備
政
策
L
ζ

闘
争
す
る
手
段
、
と

な
る
、
左
主
張
し
た
。
と
の
よ
う
に
短
期
酌
物
質
的
利
益
に
賛
同
す
る
修
E
派
に
た
い
し
て
、
急
進
派
は
、
軍
備
政
策
ゃ
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
閣

争
こ
そ
第
一
義
的
阿
開
で
あ
っ
て
、
帝
国
産
接
税
の
も
た
ら
ず
短
期
的
物
質
的
別
益
は
、
軍
国
主
義
お
よ
び
帝
国
主
義
と
の
一
切
の
妥
協
を
排
除
す

る
党
白
昼
期
的
出
則
的
利
益
の
た
に
め
槌
牲
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
帝
国
寅
接
税
は
間
接
税
増
徴
を
実
現
す
る
た
め
の
同
無
花
果
の
葉
』
に
す
ぎ

な
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
抗
争
に
た
い
し
て
、
党
大
会
は
柑
論
を
う
ち
だ
し
え
ず
、
帝
国
議
全
議
員
団
に
決
定
樺
を
聾
ね
た
。
第
二
点
。
畠

由
土
義
政
党
と
り
連
合
の
問
題
。
『
プ
μ

ツ
男
政
策
』
の
解
体
と
『
黒

l
青
プ
ロ
ブ
ク
』
の
成
立
は
佳
正
派
の
昂
揚
に
衝
撃
を
あ
た
え
、
修
正
派
は
、

E

ベ
1
ベ
ル
か
ら
バ
ッ
ザ

1
マ
ン
ま
で
』
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
う
け
入
れ
て
、
自
由
主
義
政
党
と
の
連
骨
を
主
張
L
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
由
主

義
政
党
に
根
強
い
不
信
の
金
を
い
だ
い
て
い
た
由
進
派
は
、
あ
く
ま
廿
内
政
改
革
を
優
先
さ
せ
る
政
策
を
好
ん
だ
修
正
液
に
否
定
的
に
反
作
用
し
、

こ
と
に
当
時
の
緊
迫
し
た
国
際
関
係
が
内
政
改
革
の
誘
惑
に
抵
抗
さ
せ
た
た
め
、
自
由
主
義
政
党
と
の
連
合
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
民
主
党
の
孤
立
を

志
向
し
た
。
と
う
し
た
抗
争
に
さ
い

L
て
、
租
税
問
題
で
は
急
進
派
の
立
場
を
支
持
し
た
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
こ
の
問
題
で
は
中
道
を
半
世
む
中
央
派
の

立
場
を
一
訳
す
。
つ
ま
り
、
自
由
主
義
政
党
と
の
連
合
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
社
告
民
主
党
は
自
由
主
義
政
党
に
た
い

L
Z
独
自
の
ア
ジ
テ

1
シ
ョ

ン
を
つ
ず
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
、
カ
ウ
ツ
キ

T
は
、
社
会
民
主
党
の
孤
立
と
反
ユ
ン
カ
:
の
線
市
じ
の
自
由
主
義
政
党
と
り
連
合
と
を

統
一
し
よ
う
と
し
た
心
だ
。
と
こ
ろ
で
、
党
大
会
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
由
主
義
政
党
と
の
連
骨
を
支
持
す
る
組
を
う
b
だ
し
て
、

γ
レ
ス
デ

ン
党
大
会
(
一
九

O
三
年
九
月
一
三
日
一
九
日
)
以
来
の
一
大
転
換
を
行
い
、
修

E
派
の
勝
利
を
明
示
し
た

(
Q
F
P
H
W

印

AEOB]np
耳
》
-

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
主
財
政
改
革
問
題

第
五
号



同
町
∞
同
寸
口
)
。

倒
穀
粉
販
売
税
・
石
炭
輸
出
税
・
常
気

l
ガ
ス
税
・
広
告
税
・
ぶ
ど
う
洞
税
は
否
決
さ
わ
、
コ
ー
ヒ
ー
茶
関
税
・
照
明
用
品
税
・
点
火
用
品
羽
・
ぜ

ー
ル
醸
造
税
・
タ
パ
ヨ
税
・
シ
ャ
ン
ペ
ン
酒
税
・
丸
酒
税
が
採
択
さ
れ
た
。
南
引
所
上
場
税
の
替
り
に
利
札
税
が
採
択
さ
れ
た
。
不
動
産
増
価
現
に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
不
副
産
印
紙
税
を
帝
国
印
杭
税
と
し
て
施
行
し
、
九
一
一
年
四
月
ま
で
に
不
動
産
増
価
税
に
つ
い
て
訟
案
が
準
備

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
一

O
年
四
月
一
主
日
に
帝
国
増
何
税
案
と
し
で
帝
国
議
合
へ
提
出
さ
れ
、
一
九
一
一
年
二
月
一
四
日
の
法

停
止
し
て
佐
布
さ
れ
た
(
野
津
高
枕
郎
、
頁
ご
三
五
二
三
九
参
照
)
。

国
相
続
財
産
税
案
否
決
の
直
後
、
六
月
二
六
日
、
ピ
ュ

1
u
I
は
カ
イ
ザ
ー
に
辞
意
を
表
明
し
た
。
カ
イ
ザ
ー
は
、
さ
き
の
デ
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
一
フ

フ
事
件
に
さ
い
し
て
白
ピ
ュ

1
ロ
ー
の
態
度
に
憤
髄
を
い
だ
い
て
お
り
、
ピ
ュ

1
ロ
ー
の
退
陣
を
む
し
ろ
望
ん
で
い
た
。
か
く
し
て
、
ピ
ュ

1
ロ
ー

は
、
財
政
改
革
の
終
了
主
で
形
式
的
に
留
任
し
、
七
月
一
四
日
に
辞
任
し
た
。
ペ

1
ト
マ
シ

l
ホ

ιwry-
ク
が
替
っ
て
宰
相
に
就
任
し
た
(
同
-

司
有
町
、
羽
目
・

p
f
F昌)。

川

桝

同

γ

問

q
n
w・印
-
m
u
p

柏

町

円

凶

作

目

c-ZMO白
myH由。一
P
印
間
同
日
申
l日町田

側

』

H
O
M
E
B
Z
D
Z
m
n
F
O己
向
。
P
一回
2
E
mロ
品
口
。
目
。
0
3
4
5
D
O
E
H
P
3
J
H
Z
F
町
町
・
区
∞
lEω

な
お
、
村
欄
興
雄
、
頁
=
三
四
|
一
二
三

五
参
照
。

帥

Z
E
a
回
。
。
呂
P
E
o
白
d
E
m
n
r
E
5
0吋
4m片
言
。
岡
山
ユ
E
S
E
-
印
m
H由
I
M
F
3
J田
町
拙
著
、
頁
一
六
六
二
五
六
参
照
。

ω
ヱ
シ
ゲ
ル
ス
は
、
「
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
草
署
批
制
』
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党
の
か
か
げ
る
べ
き
政
拍
的
要
求
と
し
て
、
開
一
に
、
民
主
的
共
和

国
の
惣
惑
の
要
求
を
指
示
し
、
第
一
に
、
そ
れ
と
相
互
規
定
的
な
関
係
に
た
っ
次
白
要
求
を
指
一
市
し
て
い
る
、
「
ド
イ
ツ
の
再
編
成
。
一
方
で
は
、

小
邦
分
立
状
態
が
除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
他
方
で
は
、
特
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
が
ド
イ
ツ
に
茸
荷
を
与
え
る
こ
と
が
な
く
な
る
よ
う
に
、

プ
ロ
イ
セ
ン
は
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
宮
治
州
に
酔
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
邦
分
立
状
態
と
特
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン

主
義
と
は
、
現
在
ド
イ
ツ
が
そ
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
対
立
物
の
岡
市
で
忘
っ
て
、
そ
乙
で
は
一
方
自
町
が
つ
ね
に
叫
方
。
面
の
口
実
と
な

り
、
存
在
理
由
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
に
が
こ
れ
に
か
わ
る
べ
き
か
?
棋
の
考
え
で
は
、
プ
ロ
レ
夕
刊

J

ア
1
1
が
利
用
し
う
る
の

は
、
単
一
不
可
分
の
貞
和
国
の
形
態
だ
け
で
あ
る
L

と
(
昌
司
MT開口冊。一
T
F
O日
ロ
・
日
巳
E
u
N
R
a
o
旦
R
F
Oロ
ロ
2
0
F
H
n
z
o一
回
仏
口

-
P・
巴

E
・

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
器

i¥ 

部
王
寺



γ
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
巻

ノ1

第
五
号

四

出
口
説
-
マ
ル
グ
ス

1
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
邦
訳
、
帯
十
七
巻
下
、
頁
三
人
λ

一二九
O
参
照
)
。
な
お
、
靖
宮
四
郎
『
ド
イ
ツ
憲
法
の
亮
民
と
特
質
』

法
樟
学
体
系
車
二
部
法
学
理
論
続
出
品
、
頁
三
一
ー
l
回
九
を
参
照
せ
よ
。

創

出

・

回
D
O
E
m
r
印
印
・
三
一
叶
M
F

帝
国
財
政
政
草
と
『
議
会
多
数
派
』

一
九
一
一
二
年
一
周
一
二
日
二
五
日
の
帝
国
議
会
選
挙
に
沿
h
て
、
社
会
民
主
党
は
一
一

O
議
席
を
占
め
て
第
一
党
へ
躍
進
し
、
進

歩
人
民
党
は
四
二
議
席
、
国
民
自
由
党
は
四
五
議
席
を
占
め
た
の
に
た
い
し
て
、
保
守
党
は
凶
三
議
席
へ
、
中
央
党
も
九
一
議
席
へ
転

落
し
、
帝
国
議
会
の
政
党
構
成
に
劃
期
的
な
推
転
が
も
た

b
さ
れ
た
(
草
三
表
参
照
)
。
己
こ
に
、
『
黒
日
青
プ
ロ
ッ
ク
』
多
数
派
は
破

砕
さ
れ
、
『
ベ

l
ベ
ル
か
ら
パ
ッ
サ

l
T
ン
ま
で
』
の
左
派
ブ
ロ
ッ
グ
が
実
現
さ
れ
う
む
か
の
よ
う
た
情
勢
が
生
じ
て
き
た
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
は
「
黒
H
青
ブ
ロ
ッ
ク
』
の
支
配
を
ゆ
る
が
す
こ
と
は
て
き
な
か
っ
た
。
六
月
一
四
自
民
公
布
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
コ
一
重
国

刊

V
E
a、
ス
ガ
'
ぺ

防
法
案
』
の
審
議
に
さ
い
し
て
も
、
相
続
財
産
税
案
は
流
産
に
終
り
、
火
酒
に
た
い
す
る
『
愛
白
贈
物
』
が
放
棄
さ
れ
た
だ
け
て
、

『
票
日
青
プ
ロ
ッ
ク
』
の
間
接
税
増
徴
に
よ
る
軍
事
費
調
達
が
強
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
ο

し
か
し
在
が

b
、
第
一
次
バ
ル
カ
ン
戦
争
を

契
機
医
大
き
く
浮
び
あ
が
っ
た
菌
軍
拡
張
法
案
は
再
び
帝
国
財
政
改
革
問
題
官
提
起
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
抗
争
か
ら
新
し
い
『
議
会
多

数
派
』
が
形
成
さ
れ
て
改
革
を
遂
行
す
る
に
い
た
っ
た
。

参
謀
本
部
第
二
課
長
に
ル

l
ヂ

Y
F
ル
フ
(
開
口
n
y
F
ロ
白
自
己
員
同
)
が
任
命
さ
れ
た
直
後
に
第
一
次
ハ
ル
刀
ン
戦
争
が
勃
発
し
(
一

九
一
二
年
一

O
月
入
日
)
、
国
防
協
会
は
参
謀
本
部
の
軍
拡
派
と
協
働
し
て
、
陸
軍
情
強
の
運
動
を
展
開
し
た
α

宰
相
や
陸
相
へ

l
リ

y

r
v
C
B
E
m
d、
。
口
問
。
。
ロ
ロ
問
。
ロ
)
は
、
は
じ
め
は
陸
軍
増
強
に
反
対
し
て
い
た
が
、
パ
ル
カ
Y

に
お
け
る
ト
ル
コ
の
敗
戦
に
よ
り
情



勢
が
急
激
に
変
化
し
た
た
め
、
翌
年
一

O
月
一
日
ま
で
に
新
し
い
陸
軍
増
強
が
不
可
欠
で
あ
る
と
と
を
承
認
す
る
に
い
た
っ
た

月
中
旬
)

O

し
か
し
た
が
ら
な
身
、
陸
軍
増
強
案
に
つ
い
て
は
、
参
謀
本
部
と
陸
軍
省
と
の
聞
に
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
。
東
西
二
正
面

作
戦
を
想
定
し
て
増
員
二
一

O
方
人
と
年
間
徴
兵
一
五
万
人
と
を
要
求
す
る
参
謀
本
部
の
陸
軍
増
強
案
(
「
ル

1
ヂ
ン
ド
ル
7

・
フ
ロ
グ

日抗ラ
に 争ム
完もをヲ
「降、

す帝 F
れ国 I~

ちの警工
= あて」

た の 国
か苦 E言
も 戦宏、，-目
~の

怖陸
れ
h 軍

単望
相明
r 案

長掌
十伺 同

宮は
支
話参

工謀
た本
た 前f¥

め面
陸執
軍 T
省、'"
…一
勝軍
利回
に増
終設

り五
モ否
の U

陵て
乍gνミ

増 た
F童心
案て
は亭

'" 月 。

五
と

の

一
八
一
一
一
一
年
の
百
周
年
間
恕
の
年
に
あ
た
り
、
国
防
協
会
や
汎
ド
イ
ツ
連
盟
等
の
圧
力
集
団
の
活
滋

な
運
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
軍
備
政
策
に
有
利
な
気
運
が
醸
成
さ
れ
て
お
り
、
軍
備
政
策
主
れ
自
体
に
反
対
す
る
勢
力
は
脆
弱
で
あ
っ
た

た
め
、
抗
争
の
中
心
は
財
政
上
の
負
担
問
題
に
あ
っ
た
。

『
北
ド
イ

y
一
般
新
聞
』
は
国
防
法
案
お
よ
び
そ
れ

K
付
属
す
る
財
政
法
案
に
つ
い
て
報
道
し
た
。
国
防
法
案
は
、

三
月
二
八
日
、

士
官
四
、

0
0
0名
、
下
士
官
一
豆
、

0
0
0名
、
兵
卒
一
一
七
、

0
0
0名
の
増
加
を
要
求
し
、
陸
軍
平
時
兵
力
白
五
四
万
名
か
b

六
六
万
名
へ
の
増
強
を
企
図
し
て
い
た
。

ζ

の
陸
軍
増
強
の
た
め
に
、
経
常
支
間
三
・
九
六
億
T

ル
グ
(
一
九
二
一
一
年
0
・
主
四
億
マ
ル
ク
、

一
九
一
四
年
一
・
五
三
億
マ
ル
ク
、
一
九
一
主
年
一
・
八
六
億
マ
ル
ク
可
臨
時
支
出
八
・
九
八
億
T

ル
グ
ハ
一
九
一
三
年
四
・
一
一
一
五
億
マ
ル
ク
、
一

九
一
四
年
一
・
八
五
億
マ
ル
P
、
一
九
一
五
年
一
・
七
五
億
マ
ル
ク
ヌ
合
計
三
一
・
九
一
億
マ
ル
ク
が
計
上
さ
れ
て
い
む
。
こ
の
よ
う
な
巨
額

の
支
出
を
填
補
す
る
た
め
に
、
財
政
法
案
は
二
つ
目
新
し
い
財
源
を
も
と
め
た
。
一
ワ
は
、
国
防
分
担
金
て
あ
り
、
臨
時
費
を
填
補
す

る
た
め
の
一
回
限
り
の
臨
時
の
財
産
税
て
あ
ワ
た
。
い
ま
一
つ
は
、
経
常
費
を
填
補
す
る
た
め
に
、
国
防
分
担
金
の
収
入
に
応
じ
て
賦

課
さ
れ
る
特
別
の
連
邦
国
費
分
担
金
て
あ
り
、
そ
れ
は
、
連
邦
各
邦
が
財
産
・
所
得
ま
た
は
相
続
財
産
に
課
税
し
て
調
達
す
る
義
務
が

あ
り
、
一
九
一
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
そ
う
し
た
財
産
課
税
を
導
入
し
た
い
連
邦
各
邦
に
は
、
連
邦
参
議
院
の
決
定
に
よ
フ
て
財
産
増

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
之
町
政
改
革
問
題

部
七
十
九
巻

/'、

第
主
号

主



ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

加
税
が
導
入
き
れ
る
こ
と
に
な
っ

H
た
。
右
の
よ
う
な
概
要
の
国
防
法
案
bulh
び
財
政
法
案
は
、
四
周
七
日
一
一
一
日
の
帝
国
議
会
第

一
読
会
て
審
議
さ
れ
た
。
国
防
法
案
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
主
党
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
ゐ
よ
び
エ
ル
ず
ス
日
ロ
[
ト
リ
ン
グ
ン
党
の
反
対

を
み
た
だ
け
で
あ
り
、
一
般
に
、
第
一
次
バ
ル
カ
ン
戦
争
に
沿
け
る
ト
ル
コ
の
敗
北
と
崩
壊
に
よ
れ

J

ヨ

ロ

y

パ
の
カ
関
係
が
推
転
し

た
止
す
る
提
案
理
由
が
容
認
さ
れ
、
国
際
関
係
の
緊
迫
は
圏
防
法
案
に
有
利
に
作
用
し
て
い
た
。
て
は
、
財
政
法
案
に
つ
い
て
は
ど
う

第
七
十
九
奉

三
八
四

出
五
号

プミ

で
あ
っ
た
か
。
抗
争
の
焦
点
は
帝
国
直
接
税
の
導
入
の
問
題
に
あ

U
、
帝
国
財
産
税
の
導
入
や
王
侯
臼
納
税
義
務
を
要
求
す
る
社
会
民

主
党
・
進
歩
人
民
党
・
同
氏
自
由
党
と
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
保
守
党
と
は
真
主
面
に
対
立
し
払
。

き
さ
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
帝
国
財
政
改
革
問
題
の
う
ち
に
は
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
的
発
長
の
た
め
の
財
政
的
基
抵
を
剣
山
川
し

ょ
う
と
す
る
企
図
が
、
布
制
F
イ
ツ
の
政
治
的
支
問
者
ユ
ン
カ
l
の
階
級
的
利
益
の
根
幹
に
ふ
れ
る
内
政
改
革
と
し
て
提
起
さ
れ
る
と

い
う
様
相
が
一
不
さ
れ
て
い
た
台
め
、
保
守
党
と
社
会
民
キ
党
と
は
、
ま
さ
し
く
対
照
的
た
意
味
て
困
難
な
事
態
に
直
面
し
た
。
保
守
党

は
、
軍
備
政
策
ー
を
要
求
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
財
政
的
基
祇
を
た
す
財
政
改
革
を
拒
否
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
立
場
に
た
た
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
保
守
党
は
、
財
政
改
革
の
弁
め
に
左
派
プ
ロ
y

ク
の
形
成
さ
れ
る
と
と
を
警
戒
し
て
、
国
防
法
案
と
財
政

法
案
と
が
無
条
件
に
同
一
の
政
党
構
成
子
採
択
さ
れ
る
こ
と
秒
要
求
し
d

あ
く
ま
で
有
国
財
政
の
連
邦
主
義
的
機
構
を
維
持
し
て
特
妹

プ
ロ
イ
也
ン
的
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て

w
h
o
己
れ
に
汗
い
し
て
、
社
会
民
洋
党
は
、
一
九

O
九
年
の
ビ
ュ

l
ロ
l
・
プ
ロ
ッ
ク

の
財
政
政
草
の
さ
い
に
経
験
し
た
矛
盾
に
、
再
び
直
面
し
た
。
帝
同
直
接
税
が
実
現
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
巨
額
の
軍
事
費
を
調
達
し
よ

う
と
す
る
財
政
改
草
を
支
持
す
べ
き
か
否
か
。
財
政
改
革
主
支
持
し
て
内
政
改
革
を
推
進
す
る
か
、
そ
れ
と
も
モ
れ
を
拒
否
し
て
帝
国

主
義
に
反
対
す
る
か
。
社
会
民
主
党
は
こ
う
し
た
一
-
者
捜
一
の
ま
え
に
骨
た
司
れ
た
。
し
か
も
、

一
九

O
九
年
に
は
、
社
会
民
主
究
が

支
持
主
あ
た
え
た
と
し
て
も
、
財
政
改
革
は
実
現
し
え
な
か
っ
た
が
、
い
ま
一
九
一
三
年
に
は
、
社
会
民
主
貨
の
一
興
は
決
定
的
で
あ
り
、



財
政
改
卒
白
運
命
を
左
右
し
え
た
日
て
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
党
内
の
抗
争
は
鋭
佑
し
、
急
進
派
の
み
で
な
く
中
央
派
の
六
部
分
も
、
内

政
改
革
白
た
め
の
帝
国
主
義
と
の
妥
協
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
党
お
よ
び
労
働
組
合
の
組
織
を
把
握
す
る
修
正
派
の
主
導
の
も
と
に
、

社
会
民
主
党
は
帝
国
直
接
税
白
導
入
を
支
持
す
る
み
向
に
す
す
ん
だ
。

さ
て
、
帝
国
議
会
第
一
読
会
の
終
了
後
、
委
員
会
に
お
い
て
国
防
法
案
白
審
議
が
継
続
さ
れ
、
そ
の
第
一
説
会
は
五
月
二
五
日
に
終

了
し
た
。
そ
の
古
川
ド
、
国
防
法
案
山
第
二
読
会
に
向
う
か
、
そ
れ
と
も
財
政
法
案
の
第
一
一
説
会
に
向
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、

『黒

日
五
円
ブ
ロ
ッ
ク
』

ω
抵
抗
を
排
除
し
て
左
派
ブ
ロ
ッ
ク
は
国
防
法
案
の
第
二
一
部
会
主
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

(
五
月
二
人
目
)
。
こ

う
し
た
新
し
い
戦
略
配
置
は
、
『
ベ
ベ
ル
か
ら
パ
ッ
サ
l
y
y
ま
て
』
の
左
派
プ
ロ
y

ク
に
よ
っ
て
財
政
改
革
が
遂
行
さ
れ
、
し
か

も
社
会
民
主
党
が
決
定
的
役
割
を
演
じ
る
己
と
を
明
b
か
に
し

τい
た
。
委
員
会
は
六
騎
兵
連
隊
新
設
要
求
を
三
騎
兵
連
隊
新
設
に
削

減
し
た
以
外
て
は
政
府
の
国
防
法
案
を
採
択
し
、
翌
二
九
日
に
財
政
法
案
の
第
一
説
会
を
開
始
し
た
。
己
こ
に
本
来
の
困
難
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
国
防
分
抵
金
は
副
委
員
会
て
迅
速
に
処
理
さ
れ
た
。
モ
れ
は
一
回
限
り
の
保
税
て
あ
コ
た
た
め
、
，
fω
採
択
陀
問
題
は
た
か
っ

た
が
、
政
府
案
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
政
府
案
は
、
一
万
マ
ル
グ
以
上
の
財
産
を
も
ワ
一
切
の
自
然
人
に

0
・
瓦
V
P
U
財
産
税
を
規

定
し
、
五
万
マ
ル
グ
以
上
の
所
得
か

b
二
泌
を
徴
収
す
る
所
得
税
に
よ
づ
て
補
充
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し

τ、
左
派
プ
ロ
ッ
ク

は
財
産
税
に
つ
い
て
は

0
・
一
五
J
%
(
一
万
マ
ル
ク
乃
至
王
万
マ
ル
ク
の
財
産
)
か
ら
一
・
五
〕
芦
(
一

C
C
C
万
マ
ル
ク
以
上
の
財
産
)
に
い
た
る

累
進
課
税
率
と
免
税
点
の
引
上
げ
(
所
得
凹
0
0
0
マ
ル
ク
乃
至
二

0
0
0
マ
ル
ク
比
三
万
マ
ル
ク
、
所
持
二

0
0
0
マ
ル
ク
以
下
位
五
万
マ
ル
ク
)

と
を
要
求
し
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
一
%
(
泊
心
0
0
マ
ル
ク
乃
至
一
万
マ
ル
ク
の
所
得
)
よ
か

b
八
ガ
ハ
1
0
万
マ
ル
ク
以
上
内
所
得
)
に
い
た

る
呆
進
謀
税
率
を
要
求
し
、
乙
れ
を
実
現
し
た
心
て
あ
る
。
右
の
国
防
分
旭
余
白
審
議

ι並
什
し
て
、
委
員
会
は
経
常
費
の
填
補
の
た

め
の
政
府
案
に
つ
い
て
審
議
を
す
す
め
て
い
た
。
左
派
プ
戸
ッ
グ
の
要
求
す
る
帝
国
財
産
税
を
政
府
が
組
否
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
肘
政
政
車
問
題

事
七
十
品
川
巻

一
二
八
五

揮
五
号

4匂



ド
イ
ツ
帝
国
主
読
と
財
政
改
革
問
姐

第
七
十
九
巻

一
人
六

第
五
号

ノ、

帝
国
議
会
解
散
白
噂
さ
え
と
び
か
っ
た
。
『
黒
U
青
プ
ロ
シ
ク
』
は
敗
北
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
に
い
た
り
、
中
央
党
は
、
左
派
ブ
ロ

ッ
ク
白
優
勢
左
票
数
に
対
抗
し
て
保
守
派
白
敗
北
に
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
り
は
、
左
派
ブ
ロ
ッ
ク
と
妥
協
し
て
財
政
改
革
に
関
与
し
よ
う

と
し
た
σ

は
じ
め
、
中
央
党
は
、
財
政
改
革
に
た
い
し
て
最
終
的
態
度
を
表
明
し
左
い
戦
術
を
と
っ
て
い
た
が
、
中
央
党
内
部
の
支
配

層
白
交
替
に
と
も
な
い
、
南
西
ド
イ
ツ
翼
を
基
盤
と
し
て
急
速
に
拾
頭
し
て
き
た
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
l
(
冨
mESEω
同

R
F耳
目
。
吋
)
の
主

導
の
も
と
に
右
の
一
転
向
を
行
ヲ
た
の
で
あ
丸
。
六
月
一

O
日
比
国
防
法
案
の
帝
国
議
会
第
二
読
会
が
開
始
さ
れ
、
社
会
民
主
党
の
ノ
ス

ケ
(
の

E
E
4
z
o
m
E
)
に
た
い
し
て
、
中
央
党
の
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
が
反
撃
し
、
従
来
の
『
黒
U
青
プ
ロ
ッ
ク
』
白
見
地
を
代
表
し
て

い
た
が
、

ζ

れ
も
、
左
派
プ
ロ
ァ
グ
乙
の
結
合
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
戦
術
的
配
慮
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
中
央
党
は
、
「
祖
国
自

安
全
と
強
化
の
た
め
に
犠
牲
」
を
担
う
用
葉
。
あ
る
こ
と
を
表
明
し
(
六
月
一
一
二
日
)
、
社
会
民
主
党
・
進
歩
人
民
党
・
国
民
自
由
党
の

左
派
プ
ロ
ッ
ク
と
と
も
に
、
政
府
に
補
充
法
で
あ
っ
た
帝
国
財
産
増
加
税
を
無
条
件
の
現
行
法
と
な
す
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
の
で
あ
る
。
舞
台
裏
て
の
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
や
パ
ッ
サ

l
マ
ン
の
協
議
白
結
果
、
こ
う
し
た
中
央
党
の
転
向
が
招
来
さ
れ
た

ω
ち

に
、
委
員
会
は
、
ま
ず
、
国
防
介
担
金
の
政
府
案
を
拒
否
し
て
修
正
案
を
採
択
し
(
六
月
一
八
日
て
つ
い
て
、
帝
国
財
産
増
加
税
を
探

択
し
た
〔
六
月
二
七
日
)
。
国
防
法
案
b
よ
び
財
政
法
案
の
帝
国
議
会
第
三
読
会
は
、
六
月
二
八
日

l
三
O
日
に
開
催
さ
れ
、
国
防
法
案

は
社
会
民
主
党
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
党
・
エ
ル
ず
ス

H
ロ
l
ト
リ
ン

p
y
党

ω反
対
に
抗
し
て
探
択
さ
れ
た
り
に
た
い
し
て
、
財
政
法
案
の

う
ち
、
国
防
分
担
金
法
案
は
、
ポ

l
ラ
y
ド
党
と
エ
ル
ザ
ス

H
ロ
l
ト
リ
ン
ゲ

y
党
の
反
対
が
あ
っ
た
白
み
て
、
保
守
党
と
社
会
民
主

保
守
党
D
孤
立
し
た
反
対
を
排
し
て
、

党
・
国
民
自
由
党
沿
よ
び
中
央
党
の
新
し
い
『
議
会
多
数
派
』
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
わ
(
持
二
八
O
副
首
対
否
六
三
語
、
葉
植
二
九
一
票
、
中
央

党
議
員
の
う
ち
二
名
は
否
、
二
二
名
は
棄
権
)
。
こ
己
に
、
帝
国
財
産
増
加
税
の
形
態
て
最
初
の
有
国
直
接
税
が
実
現
さ
れ
た
白
ぞ
あ
る
。

党
と
の
支
持
を
も
え

τ採
択
さ
れ
、

帝
国
財
産
増
加
税
法
案
は
、

社
会
民
主
党
・
進
歩
人
民



右
に
述
頃
へ
た
よ
う
に
国
防
法
案
と
財
政
法
案
は
具
つ
た
政
党
構
成
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
財
政
改
革
を
め
ぐ
匂
抗
争
の
過
程
か

b
、

『
黒

H
青
ブ
ロ
ッ
グ
』
に
替
っ
て
い
わ
ゆ
る
『
ベ

l
ト
マ

y
・
ヨ
ン
ピ
ナ
テ
イ
オ
ン
』
が
浮
び
あ
が
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

『ベ

l
ベ

ル
か

b
パ
ッ
十

l

T

Y
ま
で
』
の
左
派
ブ
ロ
フ
グ
の
形
成
と
そ
れ
に
と
も
友
う
中
央
党
の
転
向
に
よ
り
、
『
ワ
イ
マ
ル
連
合
』
の
原

型
と
も
い
円
う
べ
き
新
し

H

『
議
会
多
数
派
』
が
登
場
し
さ
c
一
た
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
体
制
内
的
存
在
へ
転
換

し
た
社
会
民
主
党
を
一
翼
と
し
て
い
る
点
て
劃
期
的
た
意
義
を
も
っ
て

h
る
。

ω
一
九
一
一
年
七
月
一
日
、
ド
イ
ツ
軍
艦
の
ア
ガ
デ
ィ

1
ル
港
派
遣
を
梨
欄
に
、
車
二
次
毛
ロ
ァ
ロ
事
件
が
勃
発
し
、
ボ
ス
巴
ア
・
へ
ル
ツ

AdF

4
テ
併
合
事
件
以
来
。
緊
迫
し
た
国
際
関
停
を
生
じ
に
。
そ
う
し
た
情
掛
の
さ
な
か
に
、
テ
4
ル
ピ
ッ
ツ
は
戦
列
艦
に
つ
い
て
対
英
二
対
三

D
比
率

を
実
現
す
る
控
除
増
強
の
た
め
白
運
動
秒
一
展
開
、
ν
た
(
日
司
・
同
国
己
S
P
1
9
p
-日
胃
口
巴
吊
目

E
4
0吋

Z
Z
白
山
口
J

呂
田
・
印
り
U
Y
1
4
巴
-

E
E
z
m
E己
色
目

E
P
口
E
Z
n
F
E
E
E
A目
当

Z
Z
E
O官
、
居
住
、
印

-
E
S
n
ベ
:
ト

Y
V
1ホ
ル
グ
品

1
グ
は
、
一
一
回
で
は
、
蹴
隊
増
強

り
た
め
の
噌
一
の
財
源
は
、
配
偶
者
お
よ
び
誼
系
卑
属
に
た
い
す
る
相
続
財
産
税
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
、
『
黒

1
青
プ
ロ
ヅ
ク
』
の
反
撃
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
国
で
は
、
陸
相
へ

1

9
ン
ザ
ン
に
接
近
し
て
、
陸
軍
増
強
に
よ
り
、
艦
隊
増
強
を
抑
制
し
よ
う
と
し
士
。
陣
相
は
、
臨
軍
増

強
が
貴
族
の
士
宮
団
独
占
を
骨
威
す
る
と
、
と
を
怖
れ
て
い
た
が
、
参
謀
本
部
は
陸
軍
増
強
に
傾
い
て
い
っ
た
。
テ
4

ル
ピ
ツ
ツ
が
、
戦
列
艦
年
三
集

建
造
一
ア
ム
ポ
の
固
定
化
を
要
求
す
る
艦
噂
法
改
正
条
帝
を
一

O
月
一
八
日
に
完
成
し
、
こ
の
条
A
Y
を
一
九
一
二
年
度
予
算
案
に
く
み
入
れ
る
こ
k
に

カ
イ
ザ
1

0
同
意
を
会
る
に
い
た
り
、
陸
相
は
陸
軍
増
強
を
主
張
す
る
に
い
た
ヲ
作
。
か
く
し
亡
、
陸
海
い
ず
れ
の
予
算
も
引
上
げ
る
『
二
軍
国
防

法
案
』
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
(

p

d
『
・
戸
田
巴
百
首
吉
ロ
】
出
向
田
口
・
二
出
回
・
回
己
中
日
目
印
)
。
そ
の
さ
い
。
相
続
財
産
税
案
が
流
産
に
終
っ
た
叩
は
、
国

民
自
由
党
白
右
旋
回
に
よ
る
。
国
民
自
由
党
内
部
に
は
、
内
政
改
草
を
志
向
す
る
『
青
年
自
由
主
義
』
翼
と
そ
れ
に
対
立
す
お
重
工
業
翼
と
が
あ
り
、

そ
う
し
た
左
右
両
派
の
開
立
の
均
帽
の
う
え
に
た
っ
亡
バ
ッ
サ

1
マ
ン
が
主
導
し
て
い
た
。
一
九
一
ニ
年
=
一
月
に
国
民
自
由
党
執
行
部
の
右
派
は
、

パ
ヅ
ザ

1ご
に
反
撃
を
加
え
、
執
行
部
運
営
委
員
告
か
ら
左
派

D
7
;
Z
1
2
m
F司
)
Z
A
-
-
Z
ン

(ccmE2HBEES)

を
陪
名
L
、
『
青
年
自
由
主
義
』
の
全
国
的
組
織
を
も
廃
止
さ
せ
る
に
い
た
ヲ
た
。
か
く
し
て
、
党
内
で
相
続
尉
虚
税
の
最
も
主
要
な
主
持
者
で
あ

っ
た
『
青
年
自
由
主
義
』
翼
は
窮
地
に
お
と
し
九
れ
ら
れ
、
国
民
自
由
党
は
、
間
接
税
に
よ
り
軍
事
費
を
調
達
す
る
椋
で
、
『
黒

l
育
プ
ロ
ヅ
グ
』

ド
イ
ツ
帯
同
主
義
と
財
酔
改
草
問
題

持
七
」
l

九
#

一
二
人
七

揮
五
号

九



γ
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
革
問
題

第
七
十
九
巻

ノL
A 

第
五
号

E 
O 

と
提
携
し
た
の
で
あ
る
(
ロ
回
目

nro日
町

0・
]
者
・
呂
町
民

FNω
中
阿
国
国
)
。
『
二
草
国
防
法
案
』
は
一
九
一
二
年
四
月
一
一
二
日
に
帝
国
議
会
に
よ
呈

き
れ
、
朴
会
民
主
党
の
孤
立
し
士
反
対
を
う
け
た
だ
け
で
五
月
二
二
日
に
成
立
し
た
。
そ
り
審
議
の
お
り
、
『
黒

l
青
プ
ロ
ッ
タ
』
の
主
農
論
者
は
、

リ
l

唱

λ
y
Iぜ

突
如
と
し
て
火
抽
に
た
い
す
る
『
震
の
、
財
物
』
を
放
棄
し
て
、
国
防
法
案
に
た
い
す
る
反
対
派
を
班
芽
の
う
ち
に
つ
み
と
っ
た
。
し
か
も
補
精
工
業

リ

l

エタ
L

の
カ
ル
テ
ル
佑
り
進
展
に
E
り
、
『
震
の
贈
物
』
の
断
念
も
主
良
論
者
に
と
勺
て
な
ん
ら
犠
牲
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
〈
〈
包

の
・
弓
司
同
旦
円
宮
ユ
ヨ
祖
国
白
・
ロ
・
印
印
・
回
日
自
己
)
。

ω
国
間
ロ
ω
出
OHN背
広
・
ロ
目
白
O
E
R
F
O
出
口
且
ロ
国
間
4
0】円丹野

40片
品
。
昌
司
巳
詩

2
0四
0・
5
N日
酒
田
討

FAH叶
お

ω
印
o
E
H
5
2
9
H
2
H
印
凹
目
呂
M
H
E

川
開
当
口

Fo-自
由
。
円
]
。
戸
口
諸
国
E
n
r
m
mロ
EHN問。
m
Z
N問。
E
口
問
ヨ
百

H
U
H
U
}
H
S
F
臼
・
巴
な
お
、
財
源
と
し
て
、
損
行
関
税
な
ら
び
に
租
税
収

入
増
、
合
社
史
款
な
ら
び
に
保
険
受
領
替
の
町
紙
税
徴
収
、
遺
邦
各
邦
の
相
続
格
の
拡
盟
専
が
問
題
と
な
ョ

τい
る
(
〈
巴
・
町
内

E
H
P
Z
F
E
Z
-

凹臼・
H
D
仏
i
H
C
由)
Q

倒

的

n
E
Z
H
F
O
E
L由
長

田

印

-HN∞IHS-

紛
保
守
党
系
白
『
グ
ロ
イ
ッ
・
ツ
y
イ
ト
ゥ
シ
ク
』
(
同
日
E
N
N
O
E
E同
)
の
二
月
九
日
の
論
説
。
主
張
(
国
・
出

Z
N
P
F
印
・
混
)
。

的
=
月
一
一
二
日
に
ベ
ル

9
ン
に
開
催
さ
れ
た
保
守
党
大
去
に
お
い
て
、
ず
品
ス
タ

λ

プ
は
、
保
守
党
の
帝
国
議
会
議
員
田
町
立
場
に
つ
い
て
、
陸
軍

増
酋
の
た
め
に
一
回
限
り
の
財
産
税
の
徴
収
守
容
認
す
る
と
し
て
も
、
連
邦
各
邦
の
財
政
権
が
保
護
さ
れ
、
財
産
税
の
査
定
や
徴
収
が
連
邦
各
邦
に

委
任
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
(
由
。

F
E宮
田
-
H
2
h
p
F
H
g
y
さ
ら
に
、
グ
斗
ス
グ
ル
プ
は
帝
同
議
台
第
一
説
会
(
四
月

一
(
U
一
日
)
に
お
い
て
、
相
続
財
産
こ
と
に
直
系
卑
属
の
相
続
財
産
に
財
産
増
加
税
を
課
す
る
こ
と
に
反
対

L
た
ほ
か
、
王
侯
は
連
邦
各
邦
で
直
接
税

を
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
帝
国
は
連
邦
で
あ
っ
て
そ
の
椙
限
は
た
だ
各
邦
か
ら
の
み
派
生
す
る
こ
と
、
以
上
三
点
を
画
調
し
て
王
侯
の
免
税
を
擁

護
し
た
公
立
品
、
印
印
・
『
恥
l
H
寸印〉。

加
聞
社
会
民
主
党
の
帝
国
議
告
議
員
団
は
票
決
に
よ
り
態
度
を
決
定
し
、
帝
国
直
接
税
に
賛
成
投
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
、
賛
五
七
票
、
否
三
七
謀
、

棄
桔
じ
票
と
な
り
、
議
員
団
は
一
括
賛
成
投
票
す
る
ζ

と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
ロ

I
ザ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
は
、
「
も
し
、
議
員
回
目
決
議
の

立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
戦
争
が
勃
発
し
と
の
事
実
が
宜
更
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
と
吉
、
費
用
が
間
接
税
か
そ
れ
と
も
直
接
税
か

い
ず
れ
に
よ
り
て
填
輔
さ
れ
る
べ
き
か
L

と
い
う
阿
題
が
生
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
ば
あ
い
論
理
的
に
戦
費
協
賛
を
支
持
す
る
状
態
に
入
り
こ
む
で
あ
ろ



う
」
と
述
ベ
て
〈
口
-
F
m
n
F。

az--u唱・
M
M
E
l
M
E
3、
一
九
一
四
年
八
月
四
日
の
社
岳
民
主
党
の
軍
事
予
鉢
協
賛
の
立
場
を
予
見
し
て
い
る
ε

な

お
、
と
の
点
に
つ
い
て
、
大
内
兵
衛
『
ド
イ
ヅ
社
告
民
主
党
の
租
税
に
関
す
る
テ

1
ぜ
』
大
原
社
合
問
題
研
究
町
雑
融
第
七
堂
揮
一
号
、
頁
=
七
四

1
一
一
九
一
一
、
お
よ
び
、
広
田
司
郎
『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
に
つ
い
て
』
山
口
経
済
学
雑
誌
第
四
巻
第
七
・
八
号
、
買
四
二
、
を
参
照
せ

よ

。

、

ω
国
・
出
O
E
F
E
-
m・
8
u

川
開
」
『
四
戸
当
日
白
日

O
R
印・
N
甲
l
叫
戸
国
・
出
。
日
同
巳
且
印
印
-
呂
田

HHC・
財
産
税
の
課
税
対
象
位
、
帝
悶
内
の
土
地
尉
産
(
付
属
抽
を
合
む
地
片
)
、
経

営
財
産
(
刷
出
林
業
・
鉱
業
ま
た
は
そ
の
他
の
営
業
に
用
い
ら
れ
る
財
産
)
、
資
本
財
産
で
あ
り
、
査
定
は
一
九
一
三
年
一
二
月
一
二
一
日
を
基
準
と
し

た
。
査
定
は
前
二
者
に
つ
い
て
は
収
益
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
さ
い
、
農
林
業
に
用
い
ら
れ
る
土
地
は
、
純
収
益
の
二
五
倍
を
も
ヲ
て

収
益
佃
値
と
さ
れ
た
た
め
、
土
地
所
有
者
を
優
遇
す
る
こ
と
左
な
っ
た
。
な
お
、
国
防
分
担
金
な
ら
び
に
帝
国
財
席
増
加
税
の
査
定
や
徴
収
に
か
ん

し
て
は
連
邦
各
邦
の
韓
関
に
委
任
さ
れ
た
。

同

d
E
出
・
問
。

a
p
-
P
印
印
∞
国
司
0
・・日
E

J

詞
「
戸
国
巴
紅
白
件
。

P
回白

HHJ
臼
ぉ
・

同
回
目
。
吋
N
F
E・凹・

HHME

間
」
『
凹
「
口
・
喝
・

H
4
E
E
-
-
目立
O
P
E
-
F
m
m
-
U
N
四
日
N
F

M
P
E
-
F
2
9
呂
H
H
印

-
N
a
p

制
帝
国
財
産
増
加
税
は
、
国
防
分
担
金
の
査
定
を
基
準
と
し
て
、
三
年
毎
に
棉
定
己
れ
る
財
産
増
加
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
る
。
第
一
一
回
は
一
九
一
回

年
一
見
-
白
か
ら
一
九
一
六
年
二
一
月
一
一
二
日
ま
で
の
τ
一
刃
年
で
あ
る
。
政
府
案
に
た
い
し
て
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
納
税
主
体
は
個
人
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
免
税
点
は
、
財
産
額
六
、

0
0
0
マ
ル
ク
以
下
、
財
産
増
加
額
一
一
、

0
0
0
マ
ル
ク
以
下
と
す
る
政
府
案
に
た
い
し
て
、
財
虚
額

二
万
マ
ル
ク
以
下
、
尉
産
増
加
額
一
万
マ
ル
P
以
下
へ
引
よ
げ
る
修
正
が
な
さ
れ
た
。
税
率
は
、
政
府
案
で
は
、
財
産
増
加
額
二
・
五
万
マ
ル
ク
ま

で
0
・
守
町
内
、
二
・
五
万
マ
ル
ク
乃
至
五
万
マ
ル
ク

0
・
六
%
、
五
万
マ
ル
ク
乃
豆
七
・
王
万
マ
ル
ク

0
・
七
%
七
一
立
万
マ
ル
グ
乃
至
一

0
0

万
マ
ル
ク
一
・
凹
向
、
一
心
。
万
マ
ル
ク
以
よ
一
・
主
%
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
累
進
課
税
率

0
・
五

l
一
・
主
財
が

C
・
七
五
%
t
一
・
五
%

へ
修
正
き
れ
た
。
な
お
、
尉
産
額
が
一
心
万
マ
ル
ク
を
超
過
す
る
ば
あ
い
、
一

O
万
マ
ル
ク
乃
至
二
心
万
マ
ル
ク

0
・
一
%
、
二

O
万
マ
ル
ク
乃
至

=
一
心
万
マ
ル
グ
り
・
二
%
五

0
0万
マ
ル
ク
乃
至
一
、

C
C
C万
マ
ル
ク

0
・
九
%
、
一
、

0
0
0
万
マ
ル
ク
以
上
一
%
り
税
率
を
付
加
す
る

ド
イ
ツ
帝
国
、
正
義
と
財
政
改
革
開
題

第
七
十
九
巻

俸
五
号

四

三
八
九



ド
イ
ツ
帝
国
主
義
と
財
政
改
草
問
題

第
七
十
九
巻

九。
第
五
歩

F可

政
府
案
は
無
修
正
の
ま
ま
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
帝
国
財
産
増
加
税
の
累
進
課
税
牢
は
、
政
府
案
の

0
・
E
%
1
一
一
-
E
%
か
ら

0
・
七
五
%
1
二
・

五
%
へ
修
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
@
と
こ
ろ
で
、
財
政
増
加
は
、
相
続
や
贈
与
に
よ
る
叶
産
増
加
、
投
棋
や
景
気
変
動
に
よ
る
財
産
増
加
、
節
約
に

よ
る
財
産
増
加
等
一
切
の
尉
障
暗
加
を
合
み
、
こ
こ
に
以
前
に
拒
否
さ
れ
た
相
続
財
産
税
が
帝
尉
財
時
税
の
枠
内
で
偽
装
さ
れ
た
形
態
で
通
過
さ
せ

ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
直
系
卑
周
の
相
続
財
産
に
た
い
し
て
も
帝
国
財
産
増
加
視
が
課
さ
れ
た
の
で
一
あ
る
。
た
だ
同
居
す

る
売
婦
の
財
産
は
合
算
さ
れ
て
課
税
さ
れ
た
た
め
、
配
偶
者
の
死
亡
に
よ
る
相
続
尉
践
に
た
い
し
て
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
し
乙
に
な
る
。
こ
白
点
に
一

つ
mu
抜
け
道
が
あ
っ
た
(
〈
担
巧
・
白
司
百
戸
協
同
司
お
)
@

側
同
・
回
目
宮

E
印・回目回目

間
日
当
・
司
国
巴
-
回

m
z
o
p
出
血
・
ロ
占
的
目
白
旧
日
・

川
四

y
ョ
I
ス
タ
は
一
九

O
六
年
に
ピ
ム
i
ロ

1
に
槌
民
地
行
政
円
改
革
を
迫
っ
た
中
央
党
・
自
向
思
想
両
党
・
社
会
民
主
党
の
動
向
の
う
ら
に
、
「
ヲ

イ
マ

I
ル
連
合
町
ほ
の
か
な
前
兆
」
を
認
め
て
い
る
が
〔
口
・
開
・
回
目

FOB-民
Y

甘・

3
)、
や
は
り
新
し
い
『
議
全
多
数
流
』
の
形
成
を
問
題
と
し
う

る
の
は
、
一
九
一
三
年
の
帝
国
議
合
選
挙
に
よ
る
『
照
1
背
プ
ロ
ヅ
ク
』
多
数
派
の
破
砕
以
後
で
あ
り
、
一
九
一
三
年
の
財
政
改
革
問
題
や
ツ
ア
ー

ベ
ル
ン
事
件
を
め
「
る
抗
争
は
、
そ
う
し
た
新
し
い
政
治
情
勢
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
り
点
に
つ
い
て
は
、

0
・
耳
司
E

国
巴
-
同
月
刊

o
p

回
且
同
戸
、
印
・

M
M
F
F
N呂
町
耳
目
F
回
F
H
H
F
m
回目
F
村
両
興
蛙
『
ド
イ
ツ
革
青
史
り
諸
問
題
』
思
想
一
九
五
七
年
第
三
号
、
頁
一
一
一
一
七
、
お

よ
び
、
篠
山
相
一
『
ド
イ
ツ
革
命
且
序
説
』
頁
一
一
一

l
二
回
を
参
照
せ
よ
“

ー
ー
一
九
五
七
年
二
月
四
日
稿

l
l


